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規　　　　　則
 　　　　　　　　　　　　

　山形県公有財産管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成27年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

山形県規則第26号

山形県公有財産管理規則の一部を改正する規則

　山形県公有財産管理規則（昭和49年４月県規則第25号）の一部を次のように改正する。

　第２条第１号中「教育委員会教育長」を「教育委員会理事」に改め、同条第２号中「警察本部会計課長」を「警

察本部施設装備課長」に改める。

　第９条中「教育長」を「教育委員会理事」に改め、同条第２号中「第23条第２号」を「第21条第２号」に改め

る。

　　　附　則

１　この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成26年法律第76号。以下

「改正法」という。）附則第２条第１項に規定する旧教育長である山形県教育委員会の教育長（以下「旧教育

長」という。）の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日（当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合

には、当該欠けた日）の翌日から施行する。ただし、第２条第２号の改正規定は、公布の日から施行する。

２　前項本文の規定にかかわらず、平成27年４月１日において改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営
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に関する法律（昭和31年法律第162号）第16条第１項の教育委員会の教育長である山形県教育委員会の教育長が

在職しない場合には、この規則（前項ただし書に規定する改正規定を除く。）は、同日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　山形県医師修学資金等貸与条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成27年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

山形県規則第27号

山形県医師修学資金等貸与条例施行規則の一部を改正する規則

　山形県医師修学資金等貸与条例施行規則（平成17年７月県規則第57号）の一部を次のように改正する。

　第２条第５号を次のように改める。

　(5) 日本海総合病院救命救急センター

　第９条中「第16条」を「第17条」に改める。

　第15条第３号中「高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律」を「高度専門医療に関する研

究等を行う国立研究開発法人に関する法律」に、「第４条第１項」を「第３条の２」に改める。

　　　附　則

　この規則は、平成27年４月１日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　山形県介護福祉士修学資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成27年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

山形県規則第28号

山形県介護福祉士修学資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則

　山形県介護福祉士修学資金貸与条例施行規則（平成５年10月県規則第59号）の一部を次のように改正する。

　第13条第１号中「又は厚生労働大臣」を「又は都道府県知事」に改める。

　別表第１項中「第６条の２第１項」を「第６条の２の２第１項」に改め、同表第５項中「若しくは指定介護予

防訪問介護（同法第53条第１項に規定する指定介護予防サービス（以下「指定介護予防サービス」という。）に該

当する同法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護をいう。）」及び「、指定介護予防サービス等の事業の人

員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成

18年厚生労働省令第35号）第５条第１項」を削り、同表第６項中「指定介護予防サービス」を「同法第53条第１項

に規定する指定介護予防サービス（次項及び第８項において「指定介護予防サービス」という。）」に、「第８条の

２第３項」を「第８条の２第２項」に改め、同表第７項中「若しくは指定介護予防通所介護（指定介護予防サービ

スに該当する同法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護をいう。）」を削り、「第８条の２第９項」を「第

８条の２第７項」に改め、同表第８項中「第８条の２第８項」を「第８条の２第６項」に、「第８条の２第10項」

を「第８条の２第８項」に、「第８条の２第11項」を「第８条の２第９項」に改め、同表第９項中「第８条の２第

15項」を「第８条の２第13項」に改め、同表第10項中「第８条の２第16項」を「第８条の２第14項」に改め、同表

第11項中「第８条の２第17項」を「第８条の２第15項」に改め、同表第12項中「複合型サービス従業者」を「看護

小規模多機能型居宅介護従業者」に改め、同表中第15項を第16項とし、第14項を第15項とし、同表第13項中「（重

度障害者等包括支援」を「、重度障害者等包括支援」に改め、「において提供されるものを含む。）」を削り、同項

を同表第14項とし、同表第12項の次に次の１項を加える。

13　高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）第５条第１項に規定するサービス付き高齢者向

け住宅の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は、平成27年４月１日から施行する。

　（介護予防訪問介護に係る経過措置）

２　地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成26年法律第

83号。以下「整備法」という。）附則第11条又は第14条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされた

整備法第５条の規定（整備法附則第１条第３号に掲げる改正規定に限る。）による改正前の介護保険法（平成９

年法律第123号。以下「旧介護保険法」という。）第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧介

護保険法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護の提供に当たる訪問介護員等（介護保険法施行規則等の
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一部を改正する省令（平成27年厚生労働省令第４号）附則第２条の規定によりなおその効力を有するものとされ

た同省令第５条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防

サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第35号）第５条第

１項に規定する訪問介護員等をいう。）については、この規則による改正前の山形県介護福祉士修学資金貸与条

例施行規則（以下「旧規則」という。）別表第５項の規定は、なおその効力を有する。

　（介護予防通所介護に関する経過措置）

３　旧介護保険法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧介護保険法第８条の２第７項に規定

する介護予防通所介護の提供に当たる介護職員については、旧規則別表第７項の規定は、なおその効力を有す

る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　山形県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。

　　平成27年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

山形県規則第29号

山形県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則

　山形県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則（平成25年３月県規則第17号）の一部

を次のように改正する。

　第16条第１項第１号中「第８条の２第18項」を「第８条の２第16項」に改める。

　　　附　則

　この規則は、平成27年４月１日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　山形県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。

　　平成27年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

山形県規則第30号

山形県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則

　山形県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則（平成25年３月県規則第18号）の一部

を次のように改正する。

　第６条第１項第４号中「外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護」を「指定特定施設入居者生活介護」

に、「第141条」を「第131条第１項」に、「又は外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護」を「、

指定地域密着型特定施設入居者生活介護（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平

成18年厚生労働省令第34号）第109条第１項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以下同

じ。）又は指定介護予防特定施設入居者生活介護」に、「第137条」を「第125条第１項」に、「外部サービス利用型

指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう」を「指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう」に改め、同条第

９項中「外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護又は外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者

生活介護の事業を行う養護老人ホーム（以下「外部サービス利用型養護老人ホーム」という。）」を「指定特定施設

入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護（次項及び第

15条第３項において「指定特定施設入居者生活介護等」という。）を行う養護老人ホーム」に改め、同条第10項中

「外部サービス利用型養護老人ホーム」を「指定特定施設入居者生活介護等を行う養護老人ホーム」に改める。

　第15条第１項第１号中「第８条の２第18項」を「第８条の２第16項」に改め、同条第３項中「前２項の規定にか

かわらず、生活相談員が置かれていない外部サービス利用型養護老人ホーム」を「指定特定施設入居者生活介護等

を行う養護老人ホームであって、第６条第１項第３号の生活相談員を置いていない場合」に改める。

　　　附　則

　この規則は、平成27年４月１日から施行する。
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　山形県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則をここに公

布する。

　　平成27年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

山形県規則第31号

山形県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則

　山形県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則（平成25年３月県規則第19号）の

一部を次のように改正する。

　第35条に次の５項を加える。

11　地域密着型特別養護老人ホームに山形県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例（平成24年12月県条例第72号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。）第96条第１項に規定す

る指定短期入所生活介護事業所又は山形県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護

予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成24年12月県条例

第73号）第86条第１項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所（以下「指定短期入所生活介護事業所

等」という。）が併設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所等の医師については、当該地域

密着型特別養護老人ホームの医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われ

ると認められるときは、これを置かないことができる。

12　地域密着型特別養護老人ホームに指定居宅サービス等基準条例第62条第１項に規定する指定通所介護事業所、

指定短期入所生活介護事業所等又は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18

年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。）第42条第１項に規定する併設型指定認

知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚

生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。）第５条第１項に規定する併設型指

定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生

活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員その他の従業者については、当該地域密着型特別養護老人ホーム

の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員により当該事業所の利用者の処遇が適

切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

13　地域密着型特別養護老人ホームに併設される指定短期入所生活介護事業所等の入所定員は、当該地域密着型特

別養護老人ホームの入所定員と同数を上限とする。

14　地域密着型特別養護老人ホームに指定地域密着型サービス基準第63条第１項に規定する指定小規模多機能型居

宅介護事業所、指定地域密着型サービス基準第171条第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

又は指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第１項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。）が併設される場合においては、当該地域密着型特別

養護老人ホームが前各項に定める職員の配置の基準を満たす職員を置くほか、当該指定小規模多機能型居宅介護

事業所等に指定地域密着型サービス基準第63条若しくは第171条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第44

条に定める人員に関する基準を満たす従業者が置かれているときは、当該地域密着型特別養護老人ホームの職員

は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務に従事することができる。

15　第１項第２号の医師及び同項第７号の調理員、事務員その他の職員の数は、サテライト型居住施設の本体施設

である地域密着型特別養護老人ホームであって、当該サテライト型居住施設に医師又は調理員、事務員その他の

職員を置かない場合にあっては、当該地域密着型特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型居住施

設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。

　　　附　則

１　この規則は、平成27年４月１日から施行する。

２　山形県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成24年12月県条例第71号）第22条第

１項に規定する地域密着型特別養護老人ホームに山形県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並

びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を

改正する条例（平成27年３月県条例第19号）附則第５項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例

の規定による改正前の山形県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成24年12月県条例第73号）第62

条第１項に規定する指定介護予防通所介護事業所が併設される場合における改正後の第35条第12項の規定の適用
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については、同項中「指定通所介護事業所」とあるのは「指定通所介護事業所若しくは山形県指定介護予防サー

ビス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例（平成27年３月県条例第19号）附則第２項の規定によりなお

その効力を有するものとされた同条例の規定による改正前の山形県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備

及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条

例第62条第１項に規定する指定介護予防通所介護事業所」とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　山形県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則の一部を改正する

規則をここに公布する。

　　平成27年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

山形県規則第32号

山形県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則の一部

を改正する規則

　山形県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則（平成25年３月県

規則第21号）の一部を次のように改正する。

　第３条第７項及び第８項中「若しくは作業療法士」を「、作業療法士、言語聴覚士」に改める。

　　　附　則

　この規則は、平成27年４月１日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　山形県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。

　　平成27年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

山形県規則第33号

山形県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則の一部を改正

する規則

　山形県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則（平成26年３月県規則第

12号）の一部を次のように改正する。

　第11条第１項中第24号を第25号とし、第12号から第23号までを１号ずつ繰り下げ、第11号の次に次の１号を加え

る。

　(12) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、訪問介護計画

（山形県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成24年12月県条例

第72号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。）第12条第１号に規定する訪問介護計画をいう。）その

他の指定居宅サービス等基準条例に規定する計画の提出を求めること。

　第11条第１項に次の１号を加える。

　(26) 指定居宅介護支援事業者は、法第115条の48第４項の規定に基づき、同条第１項に規定する会議から、同条

第２項の検討を行うための資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これ

に協力するよう努めること。

　第11条第２項中「第11号」を「第12号」に、「同項第12号」を「同項第13号」に改める。

　　　附　則

　この規則は、平成27年４月１日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　山形県身体障害者福祉法の施行に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成27年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

山形県規則第34号

山形県身体障害者福祉法の施行に関する規則の一部を改正する規則

　山形県身体障害者福祉法の施行に関する規則（昭和62年３月県規則第25号）の一部を次のように改正する。

　別記様式第２号(2)聴覚・平衡・音声・言語又はそしやくの機能の状態及び所見の項中「２　平衡機能障害の状
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　　　　　　　「

態及び所見」を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　附　則

　この規則は、平成27年４月１日から施行する。

 　　　　　　　　　　　　

訓　　　　　令
 　　　　　　　　　　　　

山形県訓令第２号

庁　　　　　中

出　先　機　関

　山形県職員日額旅費支給規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

　　平成27年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　山形県職員日額旅費支給規程の一部を改正する訓令

　山形県職員日額旅費支給規程（昭和33年５月県訓令第15号）の一部を次のように改正する。

　第３条第１号イ中「5,110円」を「4,900円」に改め、同号ロを削り、同号ハ中「5,440円」を「5,330円」に改

め、同号ハを同号ロとする。

　　　附　則

　この訓令は、平成27年４月１日から施行する。

 　　　　　　　　　　　　

告　　　　　示
 　　　　　　　　　　　　

山形県告示第365号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、形質変更時要届出区域を次のとおり指定す

る。

　　平成27年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　指定する区域

　南陽市、東置賜郡高畠町及び同郡川西町の行政区域のうち、次の図に示す区域（次の図は省略し、その図書を

環境エネルギー部水大気環境課及び置賜総合支庁保健福祉環境部環境課において縦覧に供する。）

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号）第31条第１項に規定する基準に適合していない特定有害

物質の種類

　　鉛及びその化合物並びに砒
ひ

素及びその化合物

３　土壌汚染対策法施行規則第31条第２項に規定する基準に適合していない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第366号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり廃止

する旨の届出があった。

　　平成27年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

(5) 身体障害者手帳（聴覚障害）の所持状況　　　　　　有　　　・　　　無

　（注）２級と診断する場合、該当するものを○で囲むこと。

２　平衡機能障害の状態及び所見



平成27年３月31日（火曜日） 第2634号山　　形　　県　　公　　報

484

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第367号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第82条第２項の規定により、指定居宅介護支援事業者から次のとおり廃止

する旨の届出があった。

　　平成27年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第368号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のと

おり廃止する旨の届出があった。

　　平成27年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第369号

　中心市街地の活性化に関する法律（平成10年法律第92号）第37条第１項の規定により、第一種大規模小売店舗立

地法特例区域を次のとおり定めた。

　　平成27年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　名称

　　山形市第一種大規模小売店舗立地法特例区域

２　区域

　山形市十日町二丁目20番、20番１、21番、24番１、25番１、26番１、26番２、26番３、27番１、45番、45番１、

46番４、46番８及び67番５並びに同市小姓町字東前146番１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第370号

　昭和41年４月県告示第421号（山形県農作物奨励品種）の一部を次のように改正する。

　　平成27年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　１　水稲の項コシヒカリ（平成19年）の項を削る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第371号

　昭和57年３月県告示第499号（山形県農作物優良品種）の一部を次のように改正する。

　　平成27年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

指定居宅サービス事業者の

名称又は氏名
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 廃止年月日

有限会社フジミ電機
ホームケアサービス笑顔

新庄市大字福田711番地73
訪 問 介 護 平成27. 3.31

指定居宅介護支援事業者の

名称
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 廃止年月日

株式会社紫苑
ケアプラン紫苑

新庄市大町１番15号
居 宅 介 護 支 援 平成27. 3.31

指定介護予防サービス事業者

の名称又は氏名
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 廃止年月日

有限会社フジミ電機
ホームケアサービス笑顔

新庄市大字福田711番地73
介護予防訪問介護 平成27. 3.31
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１　水稲の項ササニシキ（平成16年）の項及び里のゆき（平成20年）の項を削り、１　水稲の項に次の４項を加

える。

コシヒカリ（平成27年）

新潟県立農事試験場（現新潟県農業試験場）において、農林22号を母とし、農林１号を父として交配し、

福井県立農事試験場（現福井県農業試験場）において選抜し、育成した品種である。

出穂期は、はえぬきより８日程度遅い晩生種であり、長稈
かん

、中間型で、耐倒伏性は弱い。

葉いもち及び穂いもち抵抗性は弱く、耐冷性は極めて強く、穂発芽性は中である。

収量性ははえぬきより低く、玄米の色沢はやや濃く、食味は良好である。

平坦地帯で、生育期の気温が充分に確保できる地域に適する。

出羽きらり（でわきらり）（平成27年）

山形県立農業試験場庄内支場（現農業総合研究センター水田農業試験場）において、山形75号を母とし、

奥羽366号（ちゅらひかり）を父として交配して育成した品種である。

出穂期及び成熟期ともにはえぬき並みで、中
な か て

生の晩である。ひとめぼれ並みの中稈
かん

で、耐倒伏性はひとめ

ぼれより強い中であり、収量性ははえぬきに優る。葉いもち抵抗性はやや強く、穂いもち抵抗性は極めて強

く、耐冷性は強く、穂発芽性はやや易である。

大粒、多収で酒造適性がある。

県内平坦部に適する。

山形酒104号（やまがたさけひゃくよんごう）（平成27年）

山形県立農業試験場庄内支場（現農業総合研究センター水田農業試験場）において、庄酒2560（出羽の

里）を母とし、蔵の華を父として交配して育成した品種である。

出穂期、成熟期ともに出羽燦々より1日程度早い中
な か て

生の品種である。出羽燦々より短い中稈
かん

で、耐倒伏性

は出羽燦々並みの中である。葉いもち抵抗性はやや弱く、穂いもち抵抗性はやや強く、耐冷性は中であり、

穂発芽性はやや難である。

収量性は出羽燦々より優り、外観品質は並みからやや優る。出羽燦々より心白発現率はやや高く、心白

率、搗
とう

精試験における砕米率が並みであり、大吟醸酒用として好適である。

県内平坦地帯から中山間地帯に適する。

山形112号（やまがたひゃくじゅうにごう）（平成27年）

山形県立農業試験場庄内支場（現農業総合研究センター水田農業試験場）において、山形80号を母とし、

山形90号を父として交配して育成した品種である。

出穂期、成熟期ともにはえぬき並みで中
な か て

生の晩である。はえぬき並みの短稈
かん

で、耐倒伏性ははえぬき並み

の強である。葉いもち抵抗性はやや強く、穂いもち抵抗性は強く、耐冷性はやや強く、穂発芽性はやや難で

ある。千粒重がはえぬきより重く、収量性はやや優る。

高温耐性がはえぬきよりやや強く、玄米品質ははえぬきに優る。また、炊飯光沢、外観、粘りが優れ、食

味ははえぬきを上回る。

県内平坦地に適する。

　47　大豆の項に次の１項を加える。

シュウリュウ（平成27年）

　平成13年に東北農業研究センターにおいて、東北143号を母とし、刈系675号を父として交配して育成した

品種である。

　成熟期はリュウホウ並みの早
わ せ

生、百粒重もリュウホウ並みで、粒大は大の小に位置付けられるが、収量は

リュウホウに優る。品質はしわ粒などの障害粒の発生が少なく、またウイルス病の抵抗性が強いことから褐

斑粒の発生が少ないなど外観品質はリュウホウを上回る。

　県内一円に適する。

　49　えだまめ（大豆）の項に次の１項を加える。

湯あがり娘（ゆあがりむすめ）（平成27年）

カネコ種苗株式会社において育成した品種である。

収穫期は８月上中旬の中
な か て

生の早である。

ショ糖含有量が多く、茶豆のような芳香を持ち食味が良い。

３粒莢
ざや

が多く、商品率が高い多収性の品種で、機械収穫時の作業性に優れる。

県内一円に適する。
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　55　ねぎの項の次に次の１項を加える。

　56　そば

山形そば５号（やまがたそばごごう）（平成27年）

平成20年に山形県農業総合研究センターにおいて、でわかおりを母とし、常陸秋そばを父として交配して

育成した品種である。

開花期はでわかおりより１日程度遅く、成熟期は５日程度遅い晩
お く て

生である。

草型は主茎長や茎径がでわかおりを上回り、収量も上回る。１リットル当たりの容積重は600ｇ程度で、

最上早生、でわかおりの中間である。

そば粉の色調はでわかおりより明るく、緑が強い。

県内一円に適する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第372号

　家畜改良増殖法（昭和25年法律第209号）第４条第１項第２号の規定により、地方臨時種畜検査に係る種畜証明

書を次のとおり交付した。

　　平成27年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第373号

　県営土地改良事業の施行に伴う工事を次のとおり完了した。

　　平成27年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第374号

　山形県県民の森条例（昭和56年７月県条例第27号）第４条第２項の規定により、山形県県民の森の利用日及び利

用時間を次のとおり承認した。

　　平成27年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　利用日及び利用時間

証明書番号
家畜の

種　類
品　　種 名　　　　前

飼　　　　養　　　　者

住　　所 名　　称

11380490009 牛 黒 毛 和 種 神 室 栄

新庄市大字鳥越

字一本松1076番

地

山形県農業総合研究センター

畜産試験場

事 業 名 地 区 名 工 事 完 了 年 月 日

経 営 体 育 成 基 盤 整 備 事 業（面 的 集 積 型 ） 下 九 野 本 地 区 平成27年３月20日



平成27年３月31日（火曜日） 第2634号山　　形　　県　　公　　報

487

２　適用期間

　　平成27年４月１日から平成32年３月31日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第375号

　山形県県民の森条例（昭和56年７月県条例第27号）第６条第２項の規定により、山形県県民の森の利用料金を次

のとおり承認した。

　　平成27年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　利用料金

　　備考　この表において「団体」とは、20人以上をいう。

２　適用期間

　　平成27年４月１日から平成32年３月31日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

施 設 名 利 用 日 利　 用　 時　 間

森林学習展示館

森の工房「む・う・ぶ」

フィールドアスレチック施設

４月29日から５月６日までの日 午前９時から午後４時30分まで

５月７日から７月１日までの日

（月曜日（その日が国民の祝日に

関する法律（昭和23年法律第178

号）に規定する休日（以下「休

日」という。）であるときは、そ

の日後においてその日に最も近い

休日でない日）を除く。）

午前９時から午後４時30分まで

７月１日から７月19日までの日

（月曜日（その日が休日であると

きは、その日後においてその日に

最も近い休日でない日）を除く。）

午前９時から午後５時まで

７月20日から８月31日までの日 午前９時から午後５時まで

９月１日から11月30日までの日

（月曜日（その日が休日であると

きは、その日後においてその日に

最も近い休日でない日）を除く。）

午前９時から午後４時30分まで

野営場 ７月１日から９月30日までの日 宿泊を伴わない利用にあっては午前９時

から午後４時30分まで、宿泊を伴う利用

にあっては午前10時から翌日の午前10時

まで

施 　 設 　 名 区　　分
利 　用 　料 　金

一　般 小学生・中学生

フィールドアスレチック施設

個　　人 無料 無料 

団　　体 無料 無料 
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山形県告示第376号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成27年３月31日から同年４月13日まで縦覧に供す

る。

　　平成27年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　上山七ヶ宿線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第377号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成27年３月31日から同年４月13日まで縦覧に供す

る。

　　平成27年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　山形山寺線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第378号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成27年３月31日から同年４月13日まで縦覧に供す

る。

　　平成27年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　路　　線　　名　　上山七ヶ宿線

２　供用開始の区間　　上山市三本松915番２から

　　　　　　　　　　　同　　関根字下原836番１まで

３　供用開始の期日　　平成27年３月31日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

区　　　　　　　　　　　　　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延　　長

上山市三本松915番２から

同　　関根字下原836番１まで
旧

15.1

　 　  ～

7.5

メートル

380
メートル

上山市三本松915番１から

同　　関根字下原836番１まで
新

27.3

　 　  ～

13.9

メートル

同　上

区　　　　　　　　　　　　　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延　　長

山形市大野目三丁目14番から

同　　千石80番まで
旧

25.0

　 　  ～

7.8

メートル

1,423
メートル

山形市穂積80番１から

同　　千石80番まで

49.0

　 　  ～

11.0

メートル

1,794
メートル

山形市大野目三丁目14番から

同　　浜崎11番７まで
新

24.0

　 　  ～

7.8

メートル

312
メートル

山形市大野目三丁目14番から

同　　千石80番まで

49.0

　 　  ～

9.0

メートル

1,921
メートル
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山形県告示第379号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成27年３月31日から同年４月13日まで縦覧に供す

る。

　　平成27年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　路　　線　　名　　山形山寺線

２　供用開始の区間　　山形市大野目四丁目83番１から

　　　　　　　　　　　同　　穂積80番１まで

３　供用開始の期日　　平成27年３月31日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第380号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部西村山建設総務課において平成27年３月31日から同年４月13日まで縦覧

に供する。

　　平成27年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　皿沼河北線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第381号

　山形県景観条例（平成19年12月県条例第69号）第26条第１項の規定により、眺望景観資産を次のとおり指定した。

　　平成27年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　指定年月日

　　平成27年３月17日

２　名称

　　大山公園～尾浦八景～からの自然と市街地と庄内平野をとりまく山々の眺め

３　視点

　　北緯38度45分12秒、東経139度45分34秒（大山公園（尾浦八景））

　　北緯38度45分12秒、東経139度45分45秒（同上）

　　北緯38度45分13秒、東経139度45分39秒（同上）

　　北緯38度45分14秒、東経139度45分30秒（同上）

　　北緯38度45分14秒、東経139度45分37秒（同上）

　　北緯38度45分15秒、東経139度45分42秒（同上）

　　北緯38度45分17秒、東経139度45分46秒（同上）

　　北緯38度45分19秒、東経139度45分48秒（同上）

４　主たる対象物

　　大山市街地及び庄内平野とそれらをとりまく山々

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

区　　　　　　　　　　　　　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延　　長

西村山郡河北町谷地字月山堂890番1から

同　　　　　　　　　　　　896番３まで
旧

18.4

　 　  ～

9.2

メートル

191
メートル

38.6
　 　  ～

11.0

メートル

270
メートル

同　　　　　　　　　　　　　　　　上 新
38.6

　 　  ～

11.0

メートル

同　上

同　　　　　　　　　　　　　　　　上
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山形県告示第382号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により、同法第21

条第２項において準用する同法第20条第１項の規定に基づき東根市から送付のあった都市計画の変更の図書の写し

を次のとおり縦覧に供する。

　　平成27年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　変更に係る都市計画の種類及び名称

　(1) 種　類　　東根都市計画下水道

　(2) 名　称　　東根公共下水道

２　縦覧の場所

　　県土整備部都市計画課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第383号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を次のとおり

認可した。

　　平成27年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　施行者の名称

　　東根市

２　都市計画事業の種類及び名称

　(1) 種　　類　　東根都市計画下水道事業

　(2) 名　　称　　東根公共下水道（最上川流域下水道（村山処理区）東根市流域関連公共下水道）

３　変更の内容

　　設計の概要及び事業施行期間の変更

４　事業施行期間

　　昭和51年９月22日から平成33年３月31日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第384号

　港湾法（昭和25年法律第218号）第３条の３の規定に基づく酒田港港湾計画の変更の概要は、次のとおりである。

　　平成27年３月31日

酒田港港湾管理者　山形県　　　　　　　　　　　　　

代表者　山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　変更の概要

　　平成18年７月県告示第757号によりその概要を公示した酒田港港湾計画について、次のとおり変更した。

　(1) 港湾の環境の整備及び保全

　　イ　廃棄物処理計画

　　　　海面処分・活用用地

　　ロ　港湾環境整備施設計画

　　　　緑地

地　区　名
処分容量

（万立方メートル）

面積

（ヘクタール）
変更の内容

外港地区 400 41 既定計画の変更計画

地　区　名 面　積（ヘクタール） 変更の内容

外港地区 ７ 既定計画の変更計画
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　(2) 土地造成計画及び土地利用計画

　　　土地利用計画

２　変更後の港湾計画の縦覧の場所

　　山形市松波二丁目８番１号　県土整備部空港港湾課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第385号

　次の開発行為は、完了した。

　　平成27年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　許可番号

　　平成26年11月26日　指令村総建第232号

２　開発区域に含まれる地域の名称

西村山郡西川町大字睦合字五百刈丙138番２、丙138番４、丙143番２、丙145番１の一部、丙147番１、丙154番

３、丙156番１、丙138番２地先、丙138番４地先、丙145番１地先、丙156番１地先

３　開発許可を受けた者の住所及び名称

　　岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第３地割242番地１　株式会社薬王堂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第386号

　山形県指定金融機関等県公金取扱規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成27年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　山形県指定金融機関等県公金取扱規程の一部を改正する規程

　山形県指定金融機関等県公金取扱規程（昭和39年８月県告示第703号）の一部を次のように改正する。

　第８条及び第10条中「歳入」を「歳入若しくは歳入歳出外現金」に改める。

　第11条及び別表第８中「及び寡婦福祉資金」を「、父子福祉資金及び寡婦福祉資金」に改める。

　様式第２号の７中「母子寡婦福祉資金償還金口座振替済通知書」を「母子父子寡婦福祉資金償還金口座振替済通

知書」に、
「　　　　　　　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」
を
　　　　　　　　　　　　　　　」

に改める。

　様式第10号、様式第10号の３、様式第11号、様式第13号及び様式第13号の３から様式第14号の２までの規定中

地　区　名 面　積（ヘクタール） 用　途

外港地区

16 埠頭用地

15 港湾関連用地

48 工業用地

８ 交通機能用地

57 緑地

５ 公共用地

０ 海面処分用地

母子寡婦福祉資金償還金 母子父子寡婦福祉資金償還金
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「　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　附　則

　この規程は、平成27年４月１日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第387号

　昭和39年８月県告示第707号（山形県財務規則の規定による建設工事請負契約約款、物件売払契約約款及び物件

購入契約約款）の一部を次のように改正し、平成27年４月１日から施行する。ただし、同日前に行われた公告その

他の契約の申込の誘引に係る契約で、同日以後に締結する契約については、なお従前の例による。

　　平成27年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　第１　建設工事請負契約約款の一部を次のように改正する。

　第49条の２第１項第１号中「が独占禁止法第49条第７項の規定により確定した」を「に係る抗告訴訟（行政事件

訴訟法（昭和37年法律第139号）第３条第１項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。）を提起しな

かった」に改め、同項第２号中「が独占禁止法第50条第５項の規定により確定した」を「に係る抗告訴訟を提起し

なかった」に改め、同項第３号を削り、同項第４号中「前号に規定する審決の取消しの訴え」を「第１号又は第２

号に規定する抗告訴訟」に、「当該訴え」を「当該抗告訴訟」に改め、同号を同項第３号とし、同項第５号を同項

第４号とする。

　第２　物件売払契約約款の一部を次のように改正する。

　第９条第１項第１号中「が独占禁止法第49条第７項の規定により確定した」を「に係る抗告訴訟（行政事件訴訟

法（昭和37年法律第139号）第３条第１項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。）を提起しなかっ

た」に改め、同項第２号中「が独占禁止法第50条第５項の規定により確定した」を「に係る抗告訴訟を提起しな

かった」に改め、同項第３号を削り、同項第４号中「前号に規定する審決の取消しの訴え」を「前２号に規定する

抗告訴訟」に、「当該訴え」を「当該抗告訴訟」に改め、同号を同項第３号とし、同項第５号を同項第４号とする。

　第３　物件購入契約約款の一部を次のように改正する。

　第２条第１項中「物件購入契約書（様式第１号及び第２号）」を「物件購入契約書（様式第１号）又は物件購入

単価契約書（様式第２号）」に改める。

　第５条第１項中「契約変更書（様式第３号）」を「物件購入契約変更書（様式第３号）又は物件購入単価契約変

更書（様式第４号）」に改める。

　第８条第１項中「物件納入通知書（様式第４号）」を「物件納入通知書（様式第５号）」に改める。

　第15条第１項第１号中「が独占禁止法第49条第７項の規定により確定した」を「に係る抗告訴訟（行政事件訴訟

法（昭和37年法律第139号）第３条第１項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。）を提起しなかっ

た」に改め、同項第２号中「が独占禁止法第50条第５項の規定により確定した」を「に係る抗告訴訟を提起しな

かった」に改め、同項第３号を削り、同項第４号中「前号に規定する審決の取消しの訴え」を「前２号に規定する

抗告訴訟」に、「当該訴え」を「当該抗告訴訟」に改め、同号を同項第３号とし、同項第５号を同項第４号とする。

　
様式第１号中

「　　　　　　　　　　　　　　
を
「　　　　　　　　　　　　　　

に、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　」

市町村振興資金

母子寡婦福祉資金

中小企業近代化資金

土地取得事業

農業改良資金（貸付）

農業改良資金（業務）

沿岸漁業改善資金（貸付）

沿岸漁業改善資金（業務）

林業改善資金（貸付）

林業改善資金（業務）

流域下水道事業

港湾整備事業

公債管理

市町村振興資金

母子父子寡婦福祉資金

小規模企業者等設備導入資金

土地取得事業

農業改良資金（貸付）

農業改良資金（業務）

沿岸漁業改善資金（貸付）

沿岸漁業改善資金（業務）

林業改善資金（貸付）

林業改善資金（業務）

流域下水道事業

港湾整備事業

数量 単価 ￥ 数量
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「　　　　　　　　　　　　　
を
「　　　　　　　　　　　　　

に改める。
　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　」

　
様式第２号中

「　　　　　　　　　　　　　　
を
「　　　　　　　　　　　　　　

に改める。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　」

　
様式第３号中

「　　　　　　　　　　　　　　
を
「　　　　　　　　　　　　　　

に、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　」

「　　　　　　　　　　　　　
を
「　　　　　　　　　　　　　

に改める。
　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　」

　様式第４号中
「
　　　　　　　　　　　　　を

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　 」
に、

「　　　　　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　　」
を
　　　　　　　　　　　　　 」

に改め、同様式を様式第５号とし、様式第３号

の次に次の１様式を加える。

様式第４号

　備考　１　「変更前の契約単価に対する増減額」の欄の
「増額　

は、該当するものを○で囲むこと。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　減額」

　　　　２　減額の場合は、金額を朱書すること。

　第４　印刷物製造請負契約約款の一部を次のように改正する。

　第１条第１項中「印刷物製造請負契約書（別記様式第１号又は別記様式第２号）」を「印刷物製造請負契約書

（別記様式第１号）又は印刷物製造請負単価契約書（別記様式第２号）」に改める。

単　価　契　約　書 物件購入単価契約書

契　約　変　更　書 物件購入契約変更書

納入期限 納入期限 　年　月　日

納入期限

納入期日

納入期限 　年　月　日

納入期日 　年　月　日

物 件 購 入 単 価 契 約 変 更 書

年　　月　　日

発注者　山形県知事（公所長）　　　　　　　　　印
受注者　住所又は所在地　　　　　　　　　　　　　

氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　㊞

　物件購入について　　年　　月　　日に締結した契約の内容を下記のとおり変更する。なお、本契約の締

結を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。

記

物 件 名

変更前の契約単価

に対する増減額

増　額

減　額
金　額 ￥

仕様書及び図面

又 は 見 本

規 格

契 約 期 間
年　　月　　日から

年　　月　　日まで

納 入 場 所

代金支払の方法

摘 要

納入期限 納入期限 　年　月　日
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　第９条第２項中「印刷物製造請負契約変更書（別記様式第３号）」を「印刷物製造請負契約変更書（別記様式第

３号）又は印刷物製造請負単価契約変更書（別記様式第４号）」に改める。

　第12条第１項中「物件納入通知書（別記様式第４号）」を「物件納入通知書（別記様式第５号）」に改める。

　第21条第１項第１号中「が独占禁止法第49条第７項の規定により確定した」を「に係る抗告訴訟（行政事件訴訟

法（昭和37年法律第139号）第３条第１項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。）を提起しなかっ

た」に改め、同項第２号中「が独占禁止法第50条第５項の規定により確定した」を「に係る抗告訴訟を提起しな

かった」に改め、同項第３号を削り、同項第４号中「前号に規定する審決の取消しの訴え」を「前２号に規定する

抗告訴訟」に、「当該訴え」を「当該抗告訴訟」に改め、同号を同項第３号とし、同項第５号を同項第４号とする。

　別記様式第３号中
「　　　　　　　　　　　　　

を
「　　　　　　　　　　　　　

に改める。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　」

　
別記様式第４号中

「　　　　　　　　　　　　　
を
「　　　　　　　　　　　　　

に、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　」

「　　　　　　　　　　　　　
を
「

　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　 」
に改め、同様式を別記様式第５号とし、別記様式

第３号の次に次の１様式を加える。

様式第４号

　備考　１　「変更前の契約単価に対する増減額」の欄の
「増額　

は、該当するものを○で囲むこと。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　減額」

　　　　２　減額の場合は、金額を朱書すること。

納入期限

納入期日

納入期限 　年　月　日

納入期日 　年　月　日

印刷物製造請負単価契約変更書

年　　月　　日

発注者　山形県知事（公所長）　　　　　　　　　印
受注者　住所又は所在地　　　　　　　　　　　　　

氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　㊞

　印刷物製造請負について　　年　　月　　日に締結した契約の内容を下記のとおり変更する。なお、本契

約の締結を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。

記

印 刷 物 名

変更前の契約単価

に対する増減額

増　額

減　額
金　額 ￥

仕様書及び見本

規 格

契 約 期 間
年　　月　　日から

年　　月　　日まで

納 入 場 所

代金支払の方法

摘 要

納入期限 納入期限 　年　月　日
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　教育委員会関係　

規　　　　　則

　山形県教育財産管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成27年３月31日

山 形 県 教 育 委 員 会 　　　　　　　　

委 員 長　　長　　　南　　　博　　　昭

山形県教育委員会規則第10号

　　　山形県教育財産管理規則の一部を改正する規則

　山形県教育財産管理規則（昭和60年３月県教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

　第１条中「第23条第２号」を「第21条第２号」に改める。

　第８条中「教育長」を「教育委員会理事」に改める。

　　　附　則

１　この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成26年法律第76号。以下

「改正法」という。）附則第２条第１項に規定する旧教育長である山形県教育委員会の教育長（以下「旧教育

長」という。）の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日（当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合

には、当該欠けた日）の翌日から施行する。

２　前項の規定にかかわらず、平成27年４月１日において改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関

する法律（昭和31年法律第162号）第16条第１項の教育委員会の教育長である山形県教育委員会の教育長が在職

しない場合には、この規則は、同日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　山形県免許状更新講習の受講者等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成27年３月31日

山 形 県 教 育 委 員 会 　　　　　　　　

委 員 長　　長　　　南　　　博　　　昭

山形県教育委員会規則第11号

　　　山形県免許状更新講習の受講者等に関する規則の一部を改正する規則

　山形県免許状更新講習の受講者等に関する規則（平成21年３月県教育委員会規則第３号）の一部を次のように改

正する。

　第２条第１項中「第23条」を「第21条」に、「の職員」を「の教育長又は職員」に改める。

　第２条第２項第２号中「又は特別支援学校」を「若しくは特別支援学校又は就学前の子どもに関する教育、保

育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園

（以下「幼保連携型認定こども園」という。）」に、「の理事」を「又は幼保連携型認定こども園を設置する社会福

祉法（昭和26年法律第45号）第22条に規定する社会福祉法人の理事」に改める。

　第３条第１項中「の職員」を「の教育長又は各教育委員会の職員」に改め、同項第１号中「教育長及び」を削

る。

　　　附　則

　この規則は、平成27年４月１日から施行する。

　人事委員会関係　

規　　　　　則

　山形県人事委員会規則４－４（外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員等の処遇等に関する規則）の一部

を改正する規則をここに公布する。

　　平成27年３月31日

山 形 県 人 事 委 員 会 　　　　　　　　

委 員 長　　安　孫　子　　　俊　　　彦

　第１条中「第12条第２項」を「第11条第２項」に改める。



平成27年３月31日（火曜日） 第2634号山　　形　　県　　公　　報

496

　　　附　則

１　この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 76 号。以下

「改正法」という。）附則第２条第１項に規定する旧教育長である山形県教育委員会の教育長（以下「旧教育長」

という。）の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日（当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合には、

当該欠けた日）の翌日から施行する。

２　前項の規定に関わらず、平成 27 年４月１日において改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関

する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 16 条第１項の教育委員会の教育長である山形県教育委員会の教育長が在

職しない場合には、この規則は、同日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　山形県人事委員会規則５－１（給与の支給に関する基準と手続）の一部を改正する規則（平成27年３月24日）の

一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成27年３月31日

山 形 県 人 事 委 員 会 　　　　　　　　

委 員 長　　安　孫　子　　　俊　　　彦

　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　
「
　　　　　　　　　　　

　
別表第12の２の改正規定中　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
」
　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
に改める。

　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　附則中第６項を第７項とし、第５項を第６項とし、第４項を第５項とし、附則第３項中「割合は」を「割合（以

下「地域手当支給割合」という。）は」に改め、同項の次に次の１項を加える。

　（地域手当に関する経過措置）

４　前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日の前日に奈良県奈良市に在勤する職員について条例第12条の４

の規定を適用する場合における当該職員に係る地域手当支給割合は、100分の10とする。

　　　　　　「

　附則別表中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

　海区漁業調整委員会関係　

指　　　　　示

山形海区漁業調整委員会指示第２号　

　漁業法（昭和24年法律第267号）第67条第１項の規定により、次のとおり指示し、昭和58年８月26日山形海区漁

業調整委員会指示第1号は平成27年３月31日限り廃止する。

　　平成27年３月31日

山形海区漁業調整委員会　　　　　　　　　

会　　長　　加　　　藤　　　　　　　栄

１　山形県の地先海面における第二種共同漁業（小型定置漁業）の保護区域を次の表の左欄の漁業の種類の区分に

応じ、右欄のとおり定める。

大 阪 府 大 阪 市 ２ 級 地

奈 良 県 奈 良 市 ４ 級 地

三 重 県 津 市 ６ 級 地

大 阪 府 大 阪 市 ２ 級 地

５ 級 地４ 級 地

奈良県奈良市 100分の10

宮城県仙台市 100分の６

宮城県仙台市
100分の６

三重県津市
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２　保護区域内において、当該漁業以外の漁業、遊漁その他の行為によって、当該漁業の魚道を遮断し、又は魚群

を散逸せしめる行為をしてはならない。

３　この指示の有効期限は、平成27年４月1日から平成28年３月31日までとする。

　企 業 局 関 係　

規　　　　　程

山形県企業管理規程第２号

　山形県公営企業財務規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成27年３月31日

山形県企業管理者　 　　　瀬　　　　　　　渉

　　　山形県公営企業財務規程の一部を改正する規程

　山形県公営企業財務規程（昭和53年４月県企業管理規程第11号）の一部を次のように改正する。

　第134条第１号を次のように改める。

(1) 建設改良工事等（建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項ただし書に規定する軽微な建設工事を除

く。以下この号において同じ。）の請負に係る競争入札　

イ　建設業法第３条第１項の規定による建設業の許可を受けた者（以下「建設業許可業者」という。）である

こと（建設改良工事等のうち、土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事及び舗装工事の請負に係

る競争入札にあつては、建設業許可業者で、その予定価格に応じて別に定める要件に該当する者であるこ

と。）。

ロ　雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入している者（加入する義務のない者を除く。）で

あること。

　第135条第１項中「第167条の４第１項」を「第167条の４第１項各号」に改める。

　　　附　則

　この規程は、平成27年４月１日から施行する。

 　　　　　　　　　　　　

公　　　　　告
 　　　　　　　　　　　　

さけ・ぶり　小型定置漁業 かき網の左右各200メートル及び身網の周囲100メートル以内の海面

いか　　　　　　同　　　

はたはた　　　　同　　　 かき網の左右各55メートル及び身網の周囲45メートル以内の海面

あじ・たなご　　同　　　

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第２項の規定により実施した行政監査の結果に関する報告につい

て、同条第９項の規定により次のとおり公表する。

　　平成27年３月31日

山形県監査委員　　坂　　　本　　　貴　美　雄

山形県監査委員　　児　　　玉　　　　　　　太

山形県監査委員　　会　　　田　　　稔　　　夫

山形県監査委員　　加　　　藤　　　　　　　香

第１　監査の概要

　１　監査のテーマ

　　　「県立学校における保護者納付金等について」

　２　監査の目的

県立高校、県立産業技術短期大学校（庄内校を含む。）及び県立農業大学校（以下「県立学校」という。）に
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おいては、公費である授業料のほかに、学校の教育活動やＰＴＡ等の活動のために保護者から「学校徴収金」

及び「団体徴収金」（以下「保護者納付金等」という。）を徴収している。

保護者納付金等は、その使途が県立学校の活動と密接なこと、またその取扱いを教職員が行っていることな

どから、私費ではあるもののそれを取扱う教職員には公費と同じような適正な注意義務が求められるものであ

る。

各県立学校における保護者納付金等の使用内容には差異があり、保護者負担の公平性の観点からも検証が必

要であると考えられるが、これまでの定期監査では、公金等管理台帳による確認に止まり、その内容にまで踏

み込んだ監査は実施していないのが現状である。

このような状況を勘案し、県立学校における保護者納付金等の状況について調査・検証することにより、事

故・事件発生の未然防止及び今後の事務の改善に資するとともに、保護者負担の公平性の確保を図ることを目

的とする。

　３　監査の着眼点

　　　監査の着眼点は、次のとおりとした。

　　(1) 本庁所管課

　　　①　県立学校に対する指導及び実態把握は適切か。

　　　②　本庁等と県立学校の役割分担は明確かつ妥当なものか。

　　(2) 県立学校

　　　①　保護者納付金等の徴収根拠は明確になっているか。

　　　②　教職員が取扱う根拠が明確になっているか。

　　　③　保護者納付金等の管理（徴収・経理・執行）は適切になされているか。

　　　　　当該着眼点の確認に当たっては、下記に掲げる関連通知等への準拠性を判断の基本とした。

　　　④　学校徴収金に係る決算内容等の保護者等に対する情報提供は適切になされているか。

　　(3) ＰＴＡ等各種団体

　　　①　団体の意思決定手続きは適正か。

　　　②　徴収事務等の学校長への委任手続きは適正か。

　　　③　必要な情報が保護者に提供されているか。

記

・　「学校関係団体が実施する事業に係る兼職兼業等の取扱い及び学校における会計処理の適正化についての留

意事項等について」(平成24年５月９日付け24文科初第187号文部科学省初等中等教育局長通知。以下「文部科

学省通知」という。参照　関連通知等Ｐ522）

・　「山形県教育委員会公金等管理要領」（平成20年４月１日施行。以下「公金等管理要領」という。参照　関

連通知Ｐ516）

・　「公金等の適正な管理の実施及び山形県教育委員会公金等管理要領の一部改正について」（平成23年９月９

日付け教総第973号教育長通知。以下「公金等適正管理通知」という。参照　関連通知等Ｐ515）

・　「学校徴収金及び団体徴収金の事務処理について」（平成13年３月29日制定教総第1577号教育長通知。以下

「県事務処理通知」という。参照　関連通知Ｐ517）

・　「県教育委員会に所属する県立学校等における私費負担軽減並びに特別の事情を有する場合の寄付採納に

ついて」（昭和49年２月18日付け財務第160号教育長通知。以下「私費軽減等通知」という。参照　関連通知Ｐ

519）

・　「部活動（部費）会計事務処理基準」（平成20年３月教育委員会策定。参照　関連通知Ｐ520）

　なお、県立産業技術短期大学校・同庄内校及び県立農業大学校については、「山形県公金等管理要領」（平成

19年10月１日付け改革第79号改革推進監通知。参照　関連通知等Ｐ513）のほか、関連する通知等は発出され

ていないことから、上記、教育委員会の通知等への準拠性を判断の基本とした。

　【公費と保護者納付金等の負担区分の整理】

　公費と保護者納付金等の負担区分については、当該負担区分に係る３件の通知の規定内容を基に次のとおり

整理し、この整理を基に確認を行った。
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　◎　文部科学省通知（参照　関連通知Ｐ522）

〇　当該通知の２の①から、地方財政法第27条の３の都道府県が住民にその負担を転嫁してはならない経費と

して示されている「高等学校の施設の建設事業費」は保護者等から支援を受けることが禁止されている経費

と解される。

〇　当該通知の２の①のまた以下で、「学校教育活動として公務のために旅行命令に基づき支給される旅費や

事務補助職員等の地方公共団体の職員の給与について保護者等に負担転嫁してはならない」としているが、

一方で、文部科学省は、平成24年12月24日に公表した「ＰＴＡ等学校関係団体が実施する事業に係る兼職兼

業等の取扱い及び学校における会計処理の適正化についての点検・調査結果について」の中で、「学校の管

理経費（職員の人件費は除く）については、割り当てて強制的に徴収するのではなく、ＰＴＡ等学校関係団

体等が真に任意の経費の支援を行うことは禁止されていない」としている。

　◎　県事務処理通知（参照　関連通知Ｐ517）

〇　当該通知４(3)③については、教職員が団体徴収金から支援を受けることができる経費を示したものであ

るが、例示であり、これ以外の経費の支出が禁止されているものではないと解される。

２．学校における会計処理の適正化に係る留意事項

①　学校の管理運営に係る経費については、当該学校の設置者である地方公共団体が負担するべきもので

あり、地方財政法等の関係法令に則して会計処理の適正化を図ること。

　　その際、同法第27条の３及び第27条の４は、学校の経費について住民に負担転嫁してはならない経費

を規定しており、その趣旨の徹底を図るとともに、それらの経費以外のものについても、住民の税外負

担の解消の観点から安易に保護者等に負担転嫁をすることは適当ではないこと。

　　また、学校教育活動として公務のために旅行命令に基づき支給される旅費（他団体主催業務等に依頼

されて出張する場合に、当該団体が負担するものを除く。）や事務補助職員等の地方公共団体の職員の

給与について保護者等に負担転嫁してはならないこと。

②　学校関係団体から学校に対して行われる寄附について、地方公共団体が住民に対し、直接であると

間接であるとを問わず、寄附金（これに相当する物品等を含む。）を割り当てて強制的に徴収すること

は、地方財政法第４条の５の規定により禁止されていること。

　　一方、学校関係団体から学校に対して自発的な寄附（金銭・物件）を行うことは禁止されておらず、

この場合には、その受納に当たって、当該学校の設置者である地方公共団体が定める関係規程等に従

い、会計処理上の適正な手続きを経ること。

３　「学校徴収金」に係る事務処理の留意事項

　(1) 私費負担の軽減

②　学校徴収金は、生徒の受益性の高い経費を徴収するものであるから、受益の還元は限定的に捉え、

徴収している経費は生徒に直接還元されるものでなければならないこと。

　　従って、教職員個人（教職員の各種研究会・職種別の団体を含む。）に係る経費に対して、学校徴

収金会計から支援を受けることは適当でないこと。

４　「団体徴収金」に係る事務処理の留意事項

　(3) 団体から支援を受けることができる経費の範囲

①　団体から支援を受けることができる経費の範囲は、それぞれの団体の活動目的に合致したもので、

団体の了解を事前に得た内容と額とすること。

②　公費との負担区分は、「県教育委員会に所属する県立学校等における私費負担軽減並びに特別の事

情を有する場合の寄付採納について」（昭和49年２月18日付け財務第160号教育長通知。以下「私費軽

減等通知」という。）によること。

③　教職員個人に係る経費で支援を受けることができる範囲は、次に掲げる場合など学校教育に密接な

関係のある用務で、それぞれの事例に応じ校長が適当と認めた場合に限るものとする。

　　（例）・ＰＴＡ等の団体活動に参加する場合

　　　　　・保護者等の意向により、予算の範囲を超えて練習試合・合宿・遠征試合等の部活動を行う場合

　　　　　・卒業生を継続して指導する必要がある場合
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　◎　私費軽減等通知（参照　関連通知Ｐ519）

〇　当該通知第１の(1)から(4)の「公費負担の基本方針」については、公費負担を基本とする経費ではあるも

のの、地方財政法で定める住民に負担を転嫁してはならない経費を除き、保護者等から支援を受けることは

禁止されていない経費と解される。

　　

　４　監査の対象範囲

　平成25年度の保護者納付金等に係る事務を対象とし以下の機関を対象範囲として実施した。（詳細は別紙１

Ｐ508参照）

・教育庁総務課、高校教育課、県立高校全43校

・商工労働観光部雇用対策課、県立産業技術短期大学校、同庄内校

・農林水産部農政企画課、県立農業大学校

　５　監査の実施方法

　　(1) 対象機関からの監査調書の提出

①　本庁主管課　　保護者納付金等についての考え方、県立学校における実態の把握の状況、県立学校に対

する指導の状況等

②　県立学校　　　保護者納付金等の名称、徴収目的、収支、管理、事務処理及び情報提供の状況等

　　(2) 事務局による予備監査

　　　　予備監査の実施時期及び実施態様は次のとおり。

　　　①　本庁主管課　

　　　　　平成26年10月　実地監査

　　　②　県立高校　  

　　　　　平成26年10月～平成27年１月　実地監査（平成26年度定期監査と同時実施）

　　　③　県立産業技術短期大学校及び同庄内校　

　　　　　平成26年10月～11月　実地監査（平成26年度定期監査と同時実施）

　　　④　県立農業大学校

　　　　平成26年10月　書面監査

　　　　　　　　　　　

　(3) 監査委員による本監査

　　　本監査は、書面による監査を行った。

第１　公費負担の基本方針について

(1) 施設基準に定めた校地、校舎及びこれと同等と認められる必置施設・設備並びにこれに準ずる施設・

設備については全額公費負担で、整備計画に基づき緊急度の高い順位で年次計画によりこれを整備す

る。

(2) 設置することが望ましいと認められる施設・設備については、必要度の高いものから財政事情を勘案

して公費によりこれを計画的に整備する。

(3) 校地、校舎等基本的な施設等にかかる必要な維持管理に要する経費は、公費により予算措置を講ずる。

(4) 一般管理運営に要する経費については、公費負担区分を明確にしてこれを公費支弁とする。
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［参考］　保護者納付金等の分類について

公費

私費

学校関係経費

学校徴収金

保護者から委任

を受けた範囲内

において、校長

の名において徴

収・経理・執行

しているもの

団体徴収金

当該団体の長の

名において徴収

されているも

の。校長は、各

団体から徴収事

務についてのみ

委任を受けてい

る性格のもの

で、会計の経

理・執行につい

ては、当該団体

で行うもの。

生徒の活動を主

体とする団体の

経費

特別教育活動、

学校行事等にお

いて生徒が使用

する経費

生徒個人の所有

となる物品の一

括購入経費

その他生徒の受

益者負担的性格

が強い経費

ＰＴＡ会費

授　業　料

入　学　金

部活動部費

生徒会費、高体

連・高文連負担金

等

修学旅行費、運動

会・展覧会経費等

文房具・被服・副

読本、実習用具・

実習材料、卒業ア

ルバム等

給食費、寄宿舎費

等保護者

納付金等

後援会費（教育振興費含む）

部活動後援会費

その他

監査対象範囲
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第２　監査の結果

　平成25年度における監査対象機関の保護者納付金等の件数及び収支状況は別紙２（Ｐ509～512参照）のとおり

となっている。

　また、監査の結果については以下のとおりであった。

　１　県立学校に対する指導及び実態把握等について

　県立高校を指導する立場にある教育委員会は、公金等管理要領、私費軽減等通知及び県事務処理通知等を

発出するとともに、これら通知等に基づき、公金等の管理に当たっては、毎年、各県立高校から公金等管理状

況確認書の提出を求めるなどして実態の把握を行うとともに、概ね３年周期で各県立高校に対し調査指導等を

行っていた。

　しかしながら、今回の監査では、公金等の管理については適正に行われていたものの、事務処理通知等に沿

わない事例が見受けられ、また、県立高校によって、あるいは学校徴収金を取扱う教職員によって、事務処理

に差がみられるなど、教育委員会による実態把握及び指導は必ずしも徹底されていない実態がみられた。

　また、教育委員会と県立高校の役割分担については、特に問題となる事例は見受けられなかった。

　なお、商工労働観光部雇用対策課及び農林水産部農政企画課における指導及び実態把握等に関しては、特に

問題となるような事例は見受けられなかった。

　２　保護者納付金等に関する事務処理について

　　　県立高校における監査の結果は次のとおりであった。

　　(1) 学校徴収金の事務処理について

　　　①　部活動部費以外の学校徴収金（学年費・修学旅行費・生徒会費等）

　　　　（ⅰ）公金等の取扱い関係

　県立高校においては、公金等管理要領及び公金等適正管理通知に定める現金の管理を含む公金等の

管理については、次のとおり適正に行われていた。

・　年２回の通帳・帳簿確認は適正に行われていた。（43校中43校）

・　公金等管理台帳の写しや公金等管理状況確認書の教育長への提出も滞りなく行われていた。（43

校中43校）

・　その他公金等適正管理通知に基づき、適正に行われていた。（43校中43校）

　　　　（ⅱ）会計処理関係

　会計処理等の事務をみると、県事務処理通知に沿わない事務処理又は検討を要する事務処理が見受

けられた。

　　　　　　ア　支出

　支出については、県事務処理要領では、「物品の購入、事業委託等の事務処理は、公費における

取扱いに準じて行うこと。」としているが、次のとおり、公費に準じた取扱いがなされていない事

務処理が見受けられた。

・　支出に関する伺い、決裁が行われていない学校徴収金があった。（43校中12校）

・  10万円以上の支出について、県財務規則では、「複数業者から見積もりを徴収する。」としている

が、修学旅行等一部の支出を除き見積書を徴収していなかった。（10万円以上の支出があった30校

中27校）

　　　　　　イ　その他

　収入に関しては、県事務処理通知では公費に準じる等の特段の定めはないが、ほとんどの県立高

校では収入伺いを起し決裁を受けていた。

　しかしながら、一部の学校徴収金については、収入に関する伺い及び決裁が行われていなかっ

た。（43校中４校）

　　　　（ⅲ）その他

　部活動部費以外の学校徴収金の徴収に当たっては、徴収目的や徴収額等について、学年担任団によ

る検討が事前に行われているなど徴収根拠は明らかにされていた。

　また、学校徴収金を取扱う教職員は、学校要覧、ＰＴＡ総会資料あるいは事務分掌等に記載されて

いた。
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　　　②　部活動部費　

　部活動部費については、顧問等の教職員が徴収し管理しているもの、部活動部費を生徒会費に含めて徴

収し管理しているもの、保護者会等が徴収し管理しているものという３種類の取扱いが行われていた。

　生徒会が徴収・管理している場合は前述①に含まれ、保護者会等が徴収し管理している場合は今般の監

査対象としていないことから、次の監査の結果は、顧問等の教職員が部活動部費について徴収・管理して

いる34校について述べたものである。

　　　　（ⅰ）公金等の取扱い関係

　　適正に行われていた。（34校中34校）

　　　　（ⅱ）会計処理関係

　部活動部費について、教育委員会は、県事務処理通知に基づき、具体的な会計処理方法を定めた部

活動「部費」会計事務処理基準を策定しており、県立高校は、この処理基準に従って事務処理を行う

こととされているが、次のとおり、処理基準に沿った事務処理が行われていない県立高校があった。

　　　　　　ア　徴収及び管理

・　処理基準で定めた「部費会計管理計画書」、「部費納入依頼書」、「年間活動計画及び予算書」を作

成していない部活動部費があった。（34校中12校）

・ 部活動「部費」会計事務処理基準で定めた「部費会計管理計画書」、「部費納入依頼書」、「年間活動

計画及び予算書」の校長承認を得ていない部活動部費があった。（34校中20校）

・ 徴収に当たり領収書を発行していない部活動部費があった。（34校中４校）

　　　　　　イ　支出

・ 　５万円以上の物品購入や泊を伴う遠征等の支出について、処理基準では、「支出伺いを作成し、

校長の決裁を受けること」とされているが、一部の部活動部費を除き、支出伺い及び決裁が行われ

ていなかった。（５万円以上の物品購入や泊を伴う遠征等の支出があった25校中19校）

・　処理基準では、５万円以上の物品購入や泊を伴う遠征等の支出について、「できる限り複数業者

から見積もりを徴収する。」としているが、一部の部活動部費を除き、見積書を徴収していなかっ

た。（同上25校中17校）

　　　　　　ウ　決算等

・　一部の部活動部費において、会計監事の監査が行われていなかった。（34校中18校）

　　　　（ⅲ）その他

　部活動部費の徴収に当たっては、前述アで述べたとおり、「部費会計管理計画書」、「部費納入依頼

書」、「年間活動計画及び予算書」を作成していない部活動部費が見受けられ、徴収目的や徴収額等徴

収根拠について確認できないものがあった。（34校中12校）

　なお、部活動部費を取扱う教職員は、学校要覧、ＰＴＡ総会資料あるいは事務分掌等に記載されて

いた。

　なお、県立産業技術短期大学校・同庄内校及び県立農業大学校については、学校徴収金に相当する保護

者納付金等はなかった。

　　(2) 団体徴収金の事務処理について

　　　①　公金等の取扱い及び会計処理

　　　　（ⅰ）公金等の取扱い関係

　　　　　　ア　県立高校

　県立高校においては、学校徴収金と同様に、団体徴収金においても、公金等管理要領及び公金等

適正管理通知に定める現金の管理を含む公金等の管理については適正に行われていた。

　　　　　　イ　県立産業技術短期大学校、同庄内校　　

　　　　　　　　山形県公金等管理要領に基づき適正に行われていた。

　　　　　　ウ　県立農業大学校

　　　　　　　　山形県公金等管理要領に基づき適正に行われていた。

　　　　（ⅱ）会計処理関係

　　　　　　ア　県立高校

　団体徴収金に係る事務処理については、県事務処理通知により、「学校徴収金に準じた取扱いと
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するよう指導すること。」とされているが、徴収、管理、支出の各会計処理は学校徴収金に準じた

取扱いが行われていた。

　　　　　　イ　県立産業技術短期大学校、同庄内校

　　　　　　　　公費の取扱いに準じた取扱いが行われていた。

　　　　　　ウ　県立農業大学校

　　　　　　　　公費の取扱いに準じた取扱いが行われていた。

　　

　　　②　教職員の学校関係団体事務への関与について

　ＰＴＡや後援会のような学校関係団体は、規約等に基づき、保護者等により自主的に運営されている組

織であるが、これら団体の業務は、学校運営と密接に関連していることから、団体から要請を受けるなど

して教職員がその事務処理に関与している状況であった。

　監査対象とした機関の状況と教職員が学校関係団体事務を取扱う場合の考え方について聴取した内容は

次のとおりであった。

　　　　（ⅰ）県立高校

　各県立高校においては、ＰＴＡ等学校関係団体に関する業務は、主に、団体が雇用した職員が行っ

ていた。

　教職員の中には、当該団体の役職員を兼ね、団体業務の執行をチェックする機能を担っていたが、

これら兼務教職員が、団体業務を行う場合は、管理職が勤務時間外に行うことを原則としていた。

　　　　（ⅱ）県立産業技術短期大学校、同庄内校

　学校関係団体事務については、教職員が従事しており、職務の範疇として行っているという解釈で

あった。

　　　　（ⅲ）県立農業大学校

　学校関係団体事務については、主として団体が雇用した職員が行っていた。

学校長は、団体の委嘱を受けて事務の総括に関わっていたが、学校長の業務の範疇という解釈であっ

た。

　　　③　学校関係団体の意思決定手続き等について

　　　　（ⅰ）県立高校

　学校関係団体の意思決定手続きや徴収事務等の学校長への委任手続きについては、それぞれの規約

等に従い適正に行われていた。

　　　　（ⅱ）県立産業技術短期大学校、同庄内校

　学校関係団体の意思決定手続きや徴収事務等の学校長への委任手続きについては、それぞれの規約

等に従い適正に行われていた。

　　　　（ⅲ）県立農業大学校

　学校関係団体の意思決定手続きや徴収事務等の学校長への委任手続きについては、それぞれの規約

等に従い適正に行われていた。

　３　公費と保護者納付金等の負担区分について

　第１の３監査の着眼点で示した「公費と保護者納付金等の負担区分の整理」を基に確認を行った。（参照　

Ｐ498下段～）

　　(1) 公費と学校徴収金の負担区分について

　今回の監査では、すべての監査対象機関において、保護者等から支援を受けることが禁止されている経費

及び検討が必要な経費の支出は見当たらず、それぞれの徴収目的に沿った支出がなされていた。

　　　

　　(2) 公費と団体徴収金の負担区分について

　今回の監査では、文部科学省通知で示されている保護者等から支援を受けることが禁止されている経費に

対する支出は見当たらなかった。

　しかしながら、保護者等から支援を受けることが禁止されている経費ではないものの、私費軽減等通知に

示されている公費負担を基本方針とする経費等関連通知の規定内容に照らし、学校関係団体から支援を受け

ることについて検討を要すると考えられる内容の支出が見受けられた。
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　　検討を要すると考えられる内容の支出例は、次のとおりである。

・　県所有の備品の更新（体育館音響設備）を後援会会計から支出していたもの。　　

・　授業等で使用するデジタルプレーヤー（英会話教材）の購入に当たり、後援会会計から大部分支出し

ていたもの。（購入40台のうち、後援会負担34台）

・　アメリカ短期留学引率教員の旅費について、後援会会計、同窓会会計から一部負担していたもの。

・　進路指導用パソコンの購入費及び名刺代をＰＴＡ会計（進路指導費）から支出していたもの。

・　備品（生徒個人用ロッカー）購入費を後援会会計から支出していたもの。

・  校内樹木の剪定費用を、教育後援会会計等から支出していたもの。

・　ポータブルアンプセットの購入費を、育成会会計から支出していたもの。

・　教室棟洋式トイレ改修経費を、ＰＴＡ会計から支出していたもの。

・　卒業証書筆耕料を、ＰＴＡ会計から支出していたもの。

・　成績処理システムの開発経費と通知表作成システム開発経費を、後援会会計から支出していたもの。

　なお、県立産業技術短期大学校・同庄内校及び県立農業大学校においては、検討が必要と考えられる経費

の支出はなかった。

　４　保護者等に対する情報提供の状況について

　　(1) 学校徴収金

　　　　県立高校における監査の結果は次のとおりであった。

　　　①　部活動部費以外の学校徴収金（学年費、修学旅行費、生徒会費等）

　県事務処理通知では、「決算、監査手続きを行い、議決又は承認を得ること。」とされているが、ほとん

どの県立高校においては、部活動部費以外の学校徴収金すべてにおいて、保護者等に対して適正に決算報

告がなされていた。

　しかしながら、実習費等の一部学校徴収金の決算報告が行われていない県立高校があった。（43校中３

校）

　　　②　部活動部費

　部活動部費については、処理基準において「顧問は、保護者総会において、部活動会計決算報告及び監

事による監査報告を行い、承認を得る。保護者会が組織されていない場合は、書面配布をもって報告とす

る。」と定めているが、大半の県立高校においては、保護者会等に対して適正に決算報告等がなされてい

た。

　しかしながら、一部の部活動部費について、保護者等に対し、決算報告及び監査報告が行われていない

県立高校があった。（34校中11校）

　なお、県立産業技術短期大学校・同庄内校及び県立農業大学校については、学校徴収金に相当する保護者納

付金等はなかった。

　　(2) 団体徴収金

　　　①　県立高校

　　　　　すべての県立高校においては、保護者等に対して適正に決算報告がなされていた。

　　　②　県立産業技術短期大学校、同庄内校

　　　　　保護者等に対して適正に決算報告がなされていた。

　　　③　県立農業大学校

　　　　　保護者等に対して適正に決算報告がなされていた。

　　(3) その他

　保護者納付金等の徴収予定額については、「入学者募集要項」や合格者に配布する「新入生の手引き」に

記載されており、志願時や入学前においても情報提供がなされていた。

　５　学校関係団体から支援を受けて整備した施設・設備、備品等の受入れ手続きについて

　学校関係団体（団体徴収金）から支援を受けて整備した施設・設備、備品等の受入れについては、教育財産
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の目的外使用許可又は寄付の手続きが必要であるが、次のとおり、いずれの手続きも行っていないものが見受

けられた。

・ ソフトテニス部の保護者会で設置した照明灯について寄付や教育財産の目的外使用許可の手続きがとられて

いないもの。

・ 野球部父母の会が設置した冬場の投球練習用ビニールハウスについて、寄付や教育財産の目的外使用許可の

手続きがとられていないもの。

・ 後援会が購入設置した備品（生徒個人用ロッカー）について、寄付や教育財産の目的外使用許可の手続きが

とられていないもの。

・ 後援会が設置した進路閲覧室の冷房設備装置（ルームエアコン）及び教室に設置されている壁掛式扇風機に

ついて、寄付や教育財産の目的外使用許可の手続きがとられていないもの。

・ ＰＴＡが設置したピロティ防球ネットについて、寄付や教育財産の目的外使用許可の手続きがとられていな

いもの。

・ 後援会が設置したアリーナと事務室間をつなぐ無線装置について、寄付や教育財産の目的外使用許可の手続

きがとられていないもの。

・ 後援会が設置したソフトボール部用具庫について、寄付や教育財産の目的外使用許可の手続きがとられてい

ないもの。

・ 後援会が負担した成績処理システムの開発等について、寄付や教育財産の目的外使用許可の手続きがとられ

ていないもの。

・ ＰＴＡが設置した生徒用コピー機について、寄付や教育財産の目的外使用許可の手続きがとられていないも

の。

・ 同窓会から寄贈された図書について、寄付の手続きがとられていないもの。

第３　監査の意見

　今回の行政監査の実施を通して、教育委員会において検討が必要であると考えられる事項は次のとおりであ

る。

　１　保護者納付金等に係る事務処理の適正化等について

　　(1) 事務処理の適正化について

　　　①　指導機関による実態把握及び指導の徹底について

　県立高校を指導する立場にある教育委員会は、県事務処理通知等を発出するとともに、これら通知等に

基づき概ね３年周期で各県立高校に対し実施する調査指導等を通して実態把握及び指導を行っていた。

　しかしながら、今回の監査の結果、事務処理通知等に沿わない事例が見受けられるとともに、県立高校

によって、あるいは学校徴収金を取扱う教職員によって、事務処理に差がみられる等教育委員会による実

態把握及び指導は必ずしも徹底されていない実態がみられたところである。

　また、ほとんどの県立高校では部活動部費以外の学校徴収金について、収入伺いや決裁が行われていた

が、一部の学校徴収金においては収入伺いや決裁を行っていないものが見受けられた。

　収入に関しては、県事務処理通知において、収入伺いや決裁を行うことを求めていないものの、徴収対

象者と徴収額を明らかにし、複数の者による収入（徴収）金額のチェックが重要と考えられ、すべての学

校徴収金において収入伺い及び決裁を行うことが必要と考えられる。

　このような状況を勘案し、教育委員会は、実態の把握を行ったうえ、県立高校に対するさらなる指導の

徹底に努める必要がある。

　　　②　部活動「部費」会計における会計処理の在り方の検討について

　活動部費については、教育委員会は、部活動「部費」会計処理基準を定めており、これは、県事務処理

通知で示している「公費に準じた取扱い」の具体的な処理方法等を示したものと考えられる。

　今回の監査の結果、部活動「部費」会計処理基準では「５万円以上の物品購入や泊を伴う遠征等の支出

について支出伺いを作成し校長の決裁を得る」としているところ、当該支出案件のあった多くの県立高校

においてそれが行われていないなど、当該会計処理基準に基づいた会計処理が徹底されていない実態に

あった。

　また、部費を徴収する理由や徴収金額等を記した「部費会計管理計画書」、「部費納入依頼書」、「年間活



平成27年３月31日（火曜日） 第2634号山　　形　　県　　公　　報

507

動計画及び予算書」を作成していない部活動部費があるなど徴収根拠が明確になっているとは言えない状

況であった。

　このような状況を勘案し、教育委員会では、部活動部費の事務処理等の実態を把握し、当該会計処理基

準が遵守されない要因を分析したうえで、事故等の未然防止等に有効でかつ遵守可能な部活動部費の会計

処理の在り方を検討されたい。

　なお、検討に当たっては、教職員の多忙が会計処理基準を遵守できない要因の一つと考えられることか

ら、部活動「部費」会計処理基準に示されている「部活動会計の事務処理を保護者会が行う」ことも含め

て、教職員の負担軽減に繋がる処理方法はないかという視点を考慮されたい。

　　(2) 教職員が学校関係団体事務を取扱う場合の手続きについて

　監査の結果に示したとおり、県立高校では、学校関係団体事務を校務（公務）外の事務と捉え、教職員が

事務を行う場合は、勤務時間外に行うとしていた。　　　

　学校関係団体事務については、勤務時間内に処理が必要な急を要する事務等も想定されるところであり、

教育委員会においては、このような状況にも対応可能な取扱いを検討されたい。

　２  公費と保護者納付金等の負担区分の明確化について

　今回の監査において、文部科学省通知で示されている保護者等から支援を受けることができない経費に対す

る支出は見当たらなかった。

　しかしながら、保護者等から支援を受けることができない経費ではないものの、私費軽減等通知等関連通

知に照らし、学校関係団体から支援を受けることについて検討を要すると考えられる内容の支出が見受けられ

た。

　これらの支援は、当該団体からの自発的な申し出により行われているものであるが、学校によって、公費で

負担しているところと、保護者等が負担しているところが混在している状況がみられる。

　また、教育委員会における各県立高校の実態の把握についても、必ずしも十分に行われているとは言えない

状況にある。

　このような状況を勘案し、教育委員会は、各県立高校の実態の把握を行ったうえ、保護者等の私費負担の軽

減及び負担の公平性が確保されるよう、公費と保護者納付金等の負担区分の明確化及び公費負担を基本方針と

する経費の予算措置に努められたい。

　３　保護者等に対する情報提供の徹底について

　決算報告や監査報告等の保護者等に対する情報提供に関しては、団体徴収金についてはすべての県立高校で

適正に行われていたほか、学校徴収金においても、一部の徴収金を除き、概ね適正に行われていた。

　しかしながら、決算報告等は、保護者等が、負担した保護者納付金等の使途等を知ることができるほとんど

唯一の機会であることから、教育委員会は、すべての学校徴収金において、必要な情報提供がなされるよう、

指導を徹底されたい。

　４　学校関係団体から支援を受けて整備した施設・設備、備品等の受入れ手続きの適正化について

　各県立高校においては、今回の監査において、団体からの支援により受入れた施設・設備、備品等につい

て、寄付や教育財産の目的外使用許可といった手続きがとられていなかったものについては、早急に所要の手

続きをとられたい。

　また、教育委員会においては、実態の把握を行ったうえ、手続き漏れがあったものについては適正に手続き

を行うよう指導を徹底されるとともに、新たに支援を受ける施設・設備等については、当該施設・設備の不

備、不具合に起因する事故等の可能性とその責任の所在等について検討し、その検討内容に応じた寄付又は教

育財産の使用許可の手続きが適切に行われるよう指導を行われたい。
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監査対象機関一覧表〔別紙１〕
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保護者納付金等の収支状況

　(1) 収入状況

　　①　学校徴収金

〔別紙２〕
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　　②　団体徴収金及び合計



平成27年３月31日（火曜日） 第2634号山　　形　　県　　公　　報

511

　(2) 支出状況

　　①　学校徴収金



平成27年３月31日（火曜日） 第2634号山　　形　　県　　公　　報

512

　　②　団体徴収金及び合計
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①　山形県公金等管理要領の制定について（平成19年10月１日付け改革第79号改革推進監通知）

改 革 第 79 号

平成19年10月１日

各　課（室）長
　　　　　　　殿

各出先機関の長

改 革 推 進 監

山形県公金等管理要領の制定について（通知）

　所属で管理する公金等の適正な管理を確保するため、別添のとおり山形県公金等管理要領を制定しましたので、

所属職員に周知を図るとともに、取扱いに遺憾のないようお願いします。

　なお、今年度の公金等管理台帳にあっては、平成19年10月１日現在の状況をできるだけ速やかに作成していただ

きますようお願いします。

山形県公金等管理要領

　（目的）

第１　この要領は、所属で管理する金融機関口座、現金及び金券の把握方法等について定めることにより、公金等

の適正な管理を確保することを目的とする。

　（対象）

第２　この要領において、「公金等」とは、所属又は所属職員が管理している金融機関口座及び現金並びに切手そ

の他の金券であって、次のいずれかに該当するものをいう。

　　　ただし、山形県財務規則（昭和39年３月県規則第９号）に基づき出納局その他の県の出納機関で管理する県

の歳入歳出に係るものを除く。

(1) 業務として所属で管理しているもの

(2) (1)以外で所属職員から所属職員へと引き継がれているもので、原資の全部又は一部に県費が含まれてい

るもの

　（公金等の適正な取扱い）

第３　公金等を取り扱う職員は、公金等は県民の税等又は県民が職員を信頼して取扱いを委ねている金銭であるこ

とを常に認識し、山形県職員倫理規程を踏まえ、山形県財務規則の規定及び公金等に係る出納局の通知、指導

等を遵守し、適正な事務処理の確保に努めなければならない。

　（公金等管理台帳）

第４　所属長は、所属で管理している公金等の状況について、公金等管理台帳（別記様式第１号）を毎年度作成す

るとともに、公金等管理台帳を自ら保管しなければならない。

　２　公金等管理台帳に記載する事項に変更が生じた場合は、所属長は、速やかに公金等管理台帳を変更し、常に

管理の実態と整合を図るものとする。

　３　部局長等は、各所属の公金等管理台帳をとりまとめ、併せて部局の公金等管理台帳総括表（別記様式第２

号）を作成するとともに、必要な場合は、公金等の管理等について指導監督を行うものとする。

　（引継ぎ）

第５　所属長に異動があるときは、前任者は、管理している公金等の状況と公金等管理台帳の記載内容が一致して

いることを確認した後、公金等管理台帳を後任者に引き継ぐものとする。

　　　附則

　この要領は、平成19年10月１日から施行する。

　　　　～別記様式　略～
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②　公金の取扱いについて（平成16年１月27日付け出総第243号出納局総務課長通知）

出 総 第 243 号

平 成16年１月27日

各　課（室）長
　　　　　　　殿

各　公　所　長

出納局総務課長

公金の取扱いについて（通知）

　平成15年11月４日付け出総第170号で「公金の取扱いについて」照会したところ、下記のとおり留意すべき事項

が認められましたので、適正な事務執行が図られるよう関係職員の指導についてよろしくお願いします。

記

１　現金等の保管方法について

(1) 出納員が現金等を領収したときは、速やかに県指定金融機関又は県指定代理金融機関に払い込むこと。

(2) 金融機関の営業時間外に収納した現金等は、金融機関に保管依頼すること。

(3) やむを得ず現金等を保管する場合は、必ず鍵のある堅ろうな金庫等に格納すること。

２　預金通帳、銀行届出印及びＩＤカードなどの保管者と保管方法について

(1) 預金通帳、銀行届出印は、同一人が保管することのないようにするとともにそれぞれ別々の施錠可能な場所

に保管すること。

(2) 預金通帳の預入・払出の状況について、取扱者以外の者が定期的にチェックを行うこと。

(3) 財務会計システムのＩＤカードは、施錠可能なキャビネット等に保管すること。

３　給料諸手当等多額の公金搬送の人員と搬送手段について

　給料・諸手当等多額の公金を搬送する場合は、必ず複数の職員で実施することとし、搬送方法については、県

有車、タクシー等の自動車を利用すること。

４　会計事務のチェック体制について

(1) 会計事務の取扱いについては、定められた決裁手続きをとることとし、実質的に1人で事務処理が行われる

ことがないようにすること。

(2) 歳入整理表及び歳出整理表については、毎月チェックを行うこと。

(3) 未精算一覧表及び未支出命令一覧表については、その都度チェックを行うこと。

５　県職員が会計事務に関っている諸団体の会計事務について

(1) 収入・支出の事務取扱いについては、決裁者と出納担当者等の役割を明確化し、実質的に１人で事務処理が

行われることのないようにすること。

(2) 預金通帳、銀行届出印は、同一人が保管することのないようにするとともにそれぞれ別々の施錠可能な場所

に保管すること。

(3) 預金通帳の預入･払出の状況（内容）について、取扱者以外の者が定期的にチェックを行うこととし、預金

通帳と関係帳票とを照合すること。

(4) ファームバンキングを利用している諸団体については、ファームバンキングの操作者と振込受付書のチェッ

ク者及び銀行届出印の保管者とが同一人とならないようにすること。

　【関係規則、通知等】

　＊ 財務規則第57条、第142条

　＊ 「現金の時間外保管依頼について」（昭和45年１月24日出第265号出納長通知）

　＊ 「現金の事故防止について」（昭和47年11月10日出総第203号出納長通知）

　＊ 「公金搬送時における諸注意について」（昭和52年12月１日出総第187号出納長通知）

　＊ 「給料等の公金搬送時の取扱について」（昭和53年５月26日財務第67号教育委員会教育長通知）

　＊ 「公金搬送時における注意について」（平成２年11月17日出総第230号出納局長通知）

　＊ 「財務会計システムにかかる事務取扱について」（平成８年７月10日出経第82号出納局経理課長通知）

　＊ 財務会計システム事務処理要綱第８条に基づくＩＤカード取扱要領第３条
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　＊ 「歳入整理表の確認」会計事務の手引き49項

　＊ 「歳出整理表の確認」会計事務の手引き113項

③　公金等に係る事務の適正な執行について（平成22年４月14日付け教総第97号教育長通知）

 教 総 第 97 号

平成22年４月14日

各県立学校長　殿

山形県教育委員会教育長

公金等に係る事務の適正な執行について（通知）

　公金等の取扱いについては、「山形県教育委員会公金等管理要領（平成20年３月14日付け教総第1955号教育長通

知）」及び「学校徴収金及び団体徴収金の事務処理について（平成13年３月29日教総第1577号教育長通知）」に基づ

き執行されているところですが、今般、県立学校において学校徴収金の取扱いに関する不適切な事例が発生したこ

とを踏まえ、今後の適正な執行を期するため、特に下記の点に留意のうえ、上記通知に基づく事務処理を徹底され

るよう通知します。

記

１　公金等に係る管理システムの徹底

　預金通帳等と印鑑を管理する者を分けるとともに、印鑑を使用する際の管理職による確認を徹底すること。併

せて、校長をはじめ管理職による定期的な確認と監査の徹底を図ること。

２　諸団体会計の必要性の再検討

　学校職員が金銭管理を行う必要性について再検討を行うとともに、金銭管理が必要な場合は、上記１の取扱い

を徹底すること。

３　年度当初における総点検について

　学校職員が管理する会計について漏れなく把握するとともに、上記１の取扱いがなされているか確認するこ

と。また、やむを得ず現金を管理する場合は、保管の確認を徹底すること。

④　公金等の適正な管理の実施及び山形県教育委員会公金等管理要領の一部改正について（平成23年９月９日付け

教総第973号教育長通知）

教 総 第 973 号

平成23年９月９日

各県立学校長　殿 

山形県教育委員会教育長

公金等の適正な管理の実施及び山形県教育委員会

　　　　　　　　　　　　　　 公金等管理要領の一部改正について（通知）　　　 

　公金等の取扱いについては、これまでも繰り返し関係通知に基づく事務処理を徹底するよう周知してきたところ

であるが、今般、県立高等学校における公金等実地調査を行った結果、公金等の取扱いに適切性を欠く事例が未だ

に見受けられること等を踏まえ、今後の公金等の適正な管理を期すため、下記の事項について確実に実施される

よう改めて通知します。

　なお、県立学校における公金等の適正な管理をより実効性のあるものとする観点から、併せて山形県教育委員会

公金等管理要領の一部を下記のとおり改正し、平成23年９月30日から適用することとしたので、取扱いに遺漏のな

いようお願いします。

記

１　公金等の適正な管理の徹底

(1) 校長等管理職による定期的な確認を徹底すること。

(2) 預金通帳等と印鑑を管理する者を分けるとともに、印鑑を使用する際の確認を徹底すること。

(3) 校長等管理職は、公金等を常に把握するとともに、公金等の一覧を職員室に掲示し可視化するなど、公金等

に係る管理の役割等を明確化すること。

(4) 決算の際は、校長等管理職が予め内容を点検するとともに、保護者等による監査が形式的なものとならない

よう配慮すること。
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(5) 現金は公費における取扱いに準じ、原則、学校内での保管は行わないこと。

　　　また、やむを得ず学校内で保管する場合は、次の点に留意すること。

①　金額が小額なものに限ること。

②　保管期間は最小限とすること。

③　保管方法は、「現金の事故防止について」（昭和47年11月10日付け、出総第203号出納長通知）の記１(3)に

準じた扱いとすること。

④　金庫は管理者が不在となる場合は必ず施錠すること。

２　山形県教育委員会公金等管理要領の一部改正

　　「山形県教育委員会公金等管理要領（平成20年３月14日付け、本職通知）」の一部を次のとおり改める。

　　第５を第６とし、第４の次に次のとおり第５を加える。

　（公金等の管理状況の確認）

第５　県立学校長は、学校で保管している公金等について、毎年度９月末時点で確認を行い、公金等管理状況確認

書（別記様式第４号）を作成のうえ、10月末日までに教育長あてに提出するものとする。

　別記様式第３号の次に次の１様式を加える。

　　　　～別紙様式第４号　略～

　　　附則

　この要領は、平成23年９月30日から施行する。

山形県教育委員会公金等管理要領

　（目的）

第１　この要領は、山形県教育委員会の各所属で管理する金融機関口座、現金及び金券の把握方法等について定め

ることにより、公金等の適正な管理を確保することを目的とする。

　（対象）

第２　この要領において、「公金等」とは、所属又は所属教職員が管理している金融機関口座及び現金並びに切手

その他の金券であって、次のいずれかに該当するものをいう。

　  　ただし、山形県財務規則（昭和39年３月県規則第９号）に基づき県の出納機関として管理する県の歳入歳出

に係るものを除く。

(1) 広く業務又は学校教育活動に付随して所属で管理しているもの

(2) (1)以外で所属教職員から所属教職員へと引き継がれているもので、原資の全部又は一部に県費が含まれて

いるもの

　（公金等の適正な取扱い）

第３　公金等を取り扱う教職員は、公金等は県民の税等又は県民が教職員を信頼して取扱いを委ねている金銭であ

ることを常に認識し、山形県教育委員会職員倫理規程を踏まえ、山形県財務規則の規定及び公金等に係る県出

納局の通知、指導等を遵守し、適正な事務処理の確保に努めなければならない。

　（公金等管理台帳）

第４　所属長は、所属で管理している公金等の状況について、県立学校にあっては、公金等管理台帳（別記様式第

１号）及び公金等管理台帳（学校徴収金及び団体徴収金）（別記様式第２号）を、県立学校以外の所属にあっ

ては、公金等管理台帳（別記様式第１号）を毎年度作成するとともに、同台帳を保管しなければならない。

２　公金等管理台帳に記載する事項に変更が生じた場合は、所属長は、速やかに公金等管理台帳を変更し、常に管

理の実態と整合を図るものとする。

３　所属長は、毎年度５月末日まで公金等管理台帳の写しを教育長に提出するものとする。また、２により公金等

管理台帳を変更した場合は、速やかに変更後の公金等管理台帳の写しを教育長に提出するものとする。

４　教育長は、各所属の公金等管理台帳をとりまとめ、併せて教育委員会の公金等管理台帳総括表（別記様式第３
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号）を作成するとともに、必要な場合は、公金等の管理等について指導監督を行うものとする。

　（公金等の管理状況の確認）

第５　県立学校長は学校で管理している公金等について、毎年度９月末時点で確認を行い、公金等管理状況確認書

（別記様式第４号）を作成のうえ、10月末日までに教育長あてに提出するものとする。

　（引継ぎ）

第６　所属長に異動があるときは、前任者は、管理している公金等の状況と公金等管理台帳の記載内容が一致して

いることを確認した後、公金等管理台帳を後任者に引き継ぐものとする。

　　　附則

　この要領は、平成20年４月１日から施行する。

　　　附則

　この要領は、平成23年９月30日から施行する。

　　　　～別記様式　略～

⑤　学校徴収金及び団体徴収金の事務処理について（平成13年３月29日付け教総第1577号教育長通知）

制定：平成13年３月29日教総第1577号

改正：平成16年３月22日教総第1474号

平成18年２月６日教総第1214号

平成20年３月14日教総第1957号

平成22年４月１日教総第　58号

学校徴収金及び団体徴収金の事務処理について

１　徴収金の区分

　学校で保護者から徴収している経費を、その徴収する目的及び誰が徴収しているのかの違いにより「学校徴収

金」と「団体徴収金」の２つに区分する。

(1) 学校徴収金　　生徒の受益性が高い経費のため保護者が負担すべき性格の経費であるが、生徒全員が同一の

規格の教材等が必要である又は保護者の月々の負担を平準化する等の理由により、保護者か

ら委任を受けた範囲内において、校長の名において徴収・経理・執行しているもの。

(2) 団体徴収金　　教育活動を支援する目的で設立された団体で、かつ、保護者がその構成員となっている団体

に係る経費で、当該団体の長の名において徴収されているもの。校長は、各団体から徴収事

務についてのみ委任を受けている性格のもので、会計の経理・執行については、当該団体で

行っているもの。

２　具体例

　徴収金の呼称は学校ごとに定められており統一されたものはないが、上記１の区分により代表的なものを例示

してみると、以下のとおりである。

　(1) 学校徴収金

　　①　生徒の活動を主体とする団体の経費

　生徒会費、部活動活動費、部活動団体の登録料、高体連・高文連・高産連負担金、日本スポーツ振興セン

ター共済掛金など

　　②　特別教育活動、学校行事等において生徒が使用する経費

　　　　修学旅行費、運動会・展覧会等経費など

　　③　生徒個人の所有となる物品の一括購入経費

　　　　文房具・被服・副読本、実習用具・実習材料、卒業記念アルバムなど

　　④　その他、生徒の受益者負担的性格が強い経費

　　　　給食費、寄宿舎費など

　　　※上記区分の経費を包含し、学年費と称している場合がある。

　(2) 団体徴収金

　　①　ＰＴＡ会費
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　　②　後援会費（教育振興費を含む。）

　　③　部活動後援会費

　　④　その他

３　「学校徴収金」に係る事務処理の留意事項

　学校徴収金は、本来保護者が必要の都度負担すべき経費を、校長が保護者から委任を受けた範囲内で一括徴収

し、経理し、執行しているものであり、その事務処理の責任は委任を受けた校長にある経費である。

　校長は、保護者から委任を受けた事務を適切に処理するため、次の事項に留意しなければならない。

　(1) 私費負担の軽減

　①　学校徴収金として徴収する金額は、保護者の同意を得た経費に限定することとし、必要最小限の額とする

こと。

　　　また、教材費等として徴収する場合は、一括購入することが保護者の負担軽減につながる場合等に限るこ

ととし、むやみに学校指定物品を増やさないようにすること。

　②　学校徴収金は、生徒の受益性の高い経費を徴収するものであるから、受益の還元は限定的に捉え、徴収し

ている経費は生徒に直接還元されるものでなければならないこと。

　　　従って、教職員個人（教職員の各種研究会・職種別の団体を含む。）に係る経費に対して、学校徴収金会

計から支援を受けることは適当でないこと。

　(2) 会計処理の適正化

　学校徴収金は、校長が保護者からその徴収・経理・執行を委任されている経費であることから、その会計処

理について適正を期すのはもちろんのこと、保護者に対して説明責任を負う経費である。

　また、学校徴収金は、県の出納機関等を経由することなく処理されることから、安易な事務処理が行われや

すく事故を起こす可能性を含んでいる経費である。

　　　校長は、下記事項に留意のうえ、適正な会計事務処理を行うようにすること。

　①　校長等の管理職は、事務処理を担当者任せにせず、担当職員を常に指導するとともに、自ら確認するこ

と。

　②　同一目的の収支は、一会計として統一するよう努めること。

　③　各会計間の貸借は行わないこと。また、支出は、原則として、当該年度の収入をもってあてること。

　④　会計の事業内容及び予算については、保護者に十分説明し、議決又は承認を得ること。

　⑤　収支命令者と出納責任者は別人とし、相互牽制体制を確立すること。

　⑥　物品購入等の支払は、原則として金融機関を通して行うなど、処理記録が明確になるようにしておくこ

と。

　⑦　出納関係帳簿を整えておくとともに、決算、監査等の手続きを行い、議決又は承認を得ること。

　⑧　物品の購入、事業委託等の事務処理は、公費における取扱いに準じて行うこと。

４　「団体徴収金」に係る事務処理の留意事項

　団体徴収金は、教育を支援する目的で設立された各種団体から、その経費徴収事務について校長が委任され

ている経費である。

　しかし、団体によっては、学校の教職員が役員や構成員になるなど深くかかわりのあるものが多いことか

ら、校長は、徴収事務のみならず団体徴収金会計の事務処理全般について指導しなければならない立場にあ

る。また、校長は、団体から支援を受ける県の窓口としての立場も踏まえて団体と接しなくてはならない。

　校長は、下記の事項に留意し、団体徴収金会計に係る指導を行わなければならない。

　(1) 私費負担の軽減に向けた指導

　団体徴収金の内容は、団体固有の活動経費に限定するよう指導するとともに、むやみに学校への支援を求め

てはならないこと。

　(2) 会計事務の指導

　　　会計事務については、学校徴収金の会計処理に準じた取扱いとするように指導すること。

　(3) 団体から支援を受けることができる経費の範囲

　①　団体から支援を受けることができる経費の範囲は、それぞれの団体の活動目的に合致したもので、団体の

了解を事前に得た内容と額とすること。

　②　公費との負担区分は、「県教育委員会に所属する県立学校等における私費負担軽減並びに特別の事情を有
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する場合の寄付採納について」（昭和49年２月18日付け財務第160号教育長通知。以下「私費軽減等通知」と

いう。）によること。

　③　教職員個人に係る経費で支援を受けることができる範囲は、次に掲げる場合など学校教育に密接な関係の

ある用務で、それぞれの事例に応じ校長が適当と認めた場合に限るものとする。

　（例）・ＰＴＡ等の団体活動に参加する場合

　　　　・保護者等の意向により、予算の範囲を超えて練習試合・合宿・遠征試合等の部活動を行う場合

　　　　・卒業生を継続して指導する必要がある場合

　(4)　同窓会等の記念催事へのかかわり方

　①　同窓会等が行う何周年記念事業等の記念催事に関して、保護者に対し一律に負担を求めることのないよう

指導すること。

　②　同窓会等が保護者に対して任意の寄付を求める場合であっても、学校が寄付の窓口となることは、保護者

にとっては一種の強制力を伴うこととなるため、十分注意を払う必要があること。

５　寄付を受ける場合の留意事項

　(1) 寄付を受け取ることができる場合

　寄付の取扱いについては、「私費軽減等通知」により取扱うこととなるが、公費で負担すべきと考えられる

経費について、むやみに寄付を受け取ることのないようにすること。

　(2) 寄付に係る経費徴収についての留意事項

　①　学校徴収金会計からの寄附は、その徴収金の性格上、受け取ることができないこと。

　②　団体徴収金会計から寄付を受け取る場合において、その寄付に係る経費が保護者から計画的に、かつ、一

律に徴収されているような場合は、地方財政法上疑義が生じるので、受け取ることのないようにすること。

６　減免措置への対応

(1) 授業料等の減免措置を受けている生徒及び生活保護を受けている世帯に係る団体徴収金については、徴収し

ないよう指導すること。また、授業料の減免基準に相当する生徒に係る団体徴収金については、減免に配慮い

ただくよう指導すること。

(2) 上記(1)の減免に関し、所得額の確認等について団体から要請があった場合、確認等の事務を行うことがで

きること。

７　その他の留意事項

(1) 入学時に入学料の負担を求めていることから、学校徴収金については、入会金的性格の経費を徴収してはな

らないこと。

(2) 学校徴収金は、経費の必要となる時期を的確に把握したうえで適切な年間徴収計画を立てること。また、徴

収金は金融機関等に預け入れることとし、むやみに手元に現金を保管することのないようにすること。

(3) 上記(1)(2)の取扱いについて、団体徴収金についても、学校徴収金に準じた取扱いとするよう指導するこ

と。

８　教育長への報告

　毎年度、学校徴収金及び団体徴収金に係る会計については、山形県教育委員会公金等管理要領（平成20年３月

14日付け教総第1955号教育長通知）の定めに従い、すべて教育長に報告すること。

９　学校への指導

　教育長は、学校徴収金及び団体徴収金の取扱いについて必要があると認める場合に、学校に対し調査及び指導

をおこなうものとする。

⑥  県教育委員会に所属する県立学校等における私費負担軽減並びに特別の事情を有する場合の寄付採納について

（昭和49年２月18日付け財務第160号教育長通知）

昭和49年２月18日財務第160号

各県立学校長・教育機関の長あて

教育長通知　　　　　　　　　　
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県教育委員会に所属する県立学校等における私費負担軽減並びに

　　　　　　　　　　　特別の事情を有する場合の寄付採納について

　父兄負担の軽減については、公費負担の原則に基き、用地の取得、校舎等の増改築に当たっての父兄負担の解

消、また、一般管理運営費についても年々増額を図るなど、積極的にこれが改善に努めてきたところであるが、今

後とも一層この趣旨を推進する必要があるので、別記事項を御了知のうえ、これが運用について格段の御配慮をお

願いします。

別記

第１　公費負担の基本方針について

(1) 施設基準に定めた校地、校舎及びこれと同等と認められる必置施設・設備並びにこれに準ずる施設・設備に

ついては全額公費負担で、整備計画に基づき緊急度の高い順位で年次計画によりこれを整備する。

(2) 設置することが望ましいと認められる施設・設備については、必要度の高いものから財政事情を勘案して公

費によりこれを計画的に整備する。

(3) 校地、校舎等基本的な施設等にかかる必要な維持管理に要する経費は、公費により予算措置を講ずる。

(4) 一般管理運営に要する経費については、公費負担区分を明確にしてこれを公費支弁とする。

第２　私費負担の軽減措置について

(1) 父兄、生徒自らの負担にかかる徴収金は、原則として生徒個々の受益性が高く、本来個人負担とすべき経費

で必要最小限度の額とし、負担者の同意を得た額とする。

(2) ＰＴＡ、生徒会、部活動等の諸会費についても、団体固有の経費のみにとどめるよう、学校側においては積

極的に指導助言を行うこと。

第３　特別な場合の寄付採納条件について

　前記第１及び第２のほか、特別の事情により、次の各号の一に該当する寄付の申し出により、これを知事が受

諾した場合に限り、寄付を採納することができる。

(1) 学校同窓会、篤志家等によって行われる自発的かつ善意によるものであること。

(2) 校地、校舎等の管理のうえから支障がないと判断されるものであること。

(3) 教育上効果があると認められるものであること。

(4) 基本となる管理経費以外は、県の負担に転嫁されるものでないこと。

(5) 既に協定又は承認によって履行中のものであること。

⑦　部活動「部費」会計事務処理基準抜粋（平成20年３月策定）

　　　　　　部活動「部費」会計事務処理基準抜粋（平成20年３月策定）

第２章　定期的な徴収の場合

第２節　部活動会計処理の実際

１　部費徴収関係書類の提出と承認

(1) 顧問は「部費会計管理計画書」、「部費納入依頼書」、「年間活動計画及び予算書」を作成する。

（ⅰ)「部費会計管理計画書」には、口座名、通帳管理者名、印鑑管理者名、会計監事名等を記載する。校長

はこの写しにより校内の部費徴収の状況を把握する。

　　　　・複数顧問の場合は、１名の顧問名で口座を開設し、通帳と印鑑は２人が分けて管理する。

　　　　・顧問が１人の場合は、顧問名で口座を開設し、通帳は教頭等が保管する。

（ⅱ)「部費納入依頼書」、「年間活動計画及び予算書」は保護者に配布するもので、次のような事項を記載す

る。

　　　　(a) 部費納入依頼書

　　　　　①部費を徴収する理由

　　　　　　・年間活動計画の概要と予算・・・(b)を裏面又は別紙印刷する。

　　　　　②徴収金額と納入方法

　　　　　③会計監事の氏名

　　　　　　・基本的に保護者から2名程度選出する。

・一般的には保護者会で選出する。保護者会が組織されていない場合は顧問が保護者２名に依頼する。
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　　　　　④会計決算の時期と保護者への報告の方法及び残金の処理方法等に関する次のような内容

　　　　　　・一般的には、年度末に保護者会において書面で報告すること。

　　　　　　・保護者会が組織されていない場合は、書面配布によって報告すること。

　　　　　　・単年度決算とし、残金は原則として返金すること。

　ただし、年度末から次年度当初にかけての活動のために繰越金を必要とする場合が多いと思われる

ので、その場合はここで、１、２年生保護者への返金分から必要最小限を繰越金に充当する場合があ

ることを明記しておく。

　　　　(b) 年間活動計画及び予算書

　　　　　①年間の主な活動予定

　　　　　②予算概要

(2) 校長は「部費会計管理計画書（写し）」を保管し、各部の部費徴収の状況を把握する。

(3) 保護者会が組織されている場合は、総会等の場において、部費徴収についての保護者会の承認を得る。

２　部費の納入

(1) 顧問は「部費納入依頼書」を保護者に配布する。

(2) 顧問は「領収書」「納入管理表」「出納簿」を作成し口座を開設する。

(3) 顧問は、部費の納入を受けたら速やかに次のことを行う。

　　　・領収書の発行

　　　・出納簿への記入

　　　・口座への入金

３　経費の支出

　(1) 支出が高額な場合

　　　（基準：５万円以上の物品購入や泊を伴う遠征等への支出の場合）

　　①「支出伺い」を作成して校長の決裁を受ける

　　　（できる限り複数業者から見積もりを取る）

　　②物品購入の場合は、業者に発注し納品後支払う。

　　　・納品書、領収書を「領収書綴り」に貼付する。

③遠征等であらかじめ現金を持参する必要がある場合は、必要経費を引き出し、顧問が十分な注意のもと管理

する。

④支払いの都度、「出納簿」に記帳し、領収書等は「領収書綴り」に貼付する。

　(2) 支出が高額でない場合（(1)の基準外の場合）

①必要予定額を引き出し、支出する。

②支払いの都度、記帳し、領収書等を綴りに貼付する。

③日常の部活動においては、部員の飲食料費や消耗品等に不定期に支出しなければならないことがあり、現金

で管理することはやむを得ない場合もある。しかし、その場合であっても、必要最小限の現金管理とし、紛

失等の事故防止に万全の注意を払うこと。

　(3) 支払期限

　　　県費に倣い（請求書受理の日から15日以内の支払い）支払いが遅延しないこと。

４　中間期点検

　顧問は、９月に出納簿、通帳、支出伺い、領収書綴りを校長に提出し、部費の支出や管理が適正に行われてい

るか確認を受ける。

５　収支決算書の作成と決算報告

　(1) 顧問は、年度末に部費会計を整理し、会計監事による監査を受ける。

　(2) 顧問は、部費会計収支決算書を作成し、監査報告書とともに校長に提出し、決裁を受ける。

　(3) 顧問は、保護者会総会において、部活動会計決算報告及び監事による監査報告を行い、承認を得る。

　　・保護者会等が組織されていない場合は、書面配布をもって報告とする。

領収書は日付順に通し番号を付して領収書綴りに貼付する。

出納簿にも、その番号を記し、照合を容易にする。
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　(4) 顧問は、繰越金を除き、残金を返金する。

６　帳簿類の保管及び事務引継等

　(1) 顧問は部費会計処理に関する次の帳簿類を整理し保管する。

①部費会計管理計画書

②部費納入依頼書

③年間活動計画及び予算書

④支出伺い

⑤監査報告書

⑥収支決算書

⑦出納簿

⑧領収書綴り

　　⑨納入管理表

　　⑩その他必要な書類等

(2) 部費の未収金、業者への未払い金等が生じないよう留意し、生じた場合は、年度末に、出納簿の末尾に未収

金、未払い金の状況を記載する。

(3) 顧問が代わった場合は、(1)の帳簿類を新顧問に引き継ぐ。

　　教員の異動等で新顧問に直接引き継ぐことができない場合は、一旦、教頭が預かり、次年度に新顧問に受け

渡す。

⑧　学校関係団体が実施する事業に係る兼職兼業等の取扱い及び学校における会計処理の適正化についての留意事

項等について（平成24年５月９日付け24文科初第187号文部科学省初等中等教育局長通知）

平成24年５月９日24文科初第187号

各都道県教育委員会教育長・各指定都市

教育委員会教育長あて　　　　　　　　

文部科学省初等中等教育局長通知　　　

学校関係団体が実施する事業に係る兼職兼業等の取扱い及び

　　　　　　　　　　　　学校における会計処理の適正化についての留意事項等につい

　　　　　　　　　　　　て（通知）

　このたび、一部の教育委員会において、高等学校の生徒に対する補習等の活動について、教員が教育委員会の許

可なくＰＴＡ等の学校関係団体から報酬を受けていた事案や、学校関係団体からなされた寄附等に係る支出の項目

が学校教育法第５条や地方財政法の関係規定に照らして疑義を生じさせる事案等が国会において指摘されたところ

です。

　ついては、下記の事項に留意して適切に対応するとともに、域内の関係市町村に対しても、この通知を周知する

ようお願いします。

　また、各都道府県教育委員会及び各指定都市教育委員会におかれては、別添の点検・調査事項について、自らが

管理する高等学校及び中等教育学校（後期課程）における状況等を点検・調査して、平成24年６月６日（水）まで

に、その時点での点検・調査結果を報告していただきますようお願いします。

記

１．学校関係団体が実施する事業に係る兼職兼業等の取扱いについての留意事項

①　ＰＴＡ等の学校関係団体が生徒の進路実現を図るために実施する補習や特別の講座等の事業について、学校

や個々の教職員が協力し、生徒の学習の充実を図ることができるが、その事業の内容や実施方法が、学校の本

来の教育活動として行われるべきと考えられるもの（教育課程の一部として実施していると見なさざるを得な

いもの、自校の生徒が必ず参加しなければならないような運用が行われているもの、教職員の勤務時間と連続

するなどの形で行われ、勤務時間中の職務との区別が明確でないものなど）について、教職員が報酬を得て事

業に従事することは、その職務の信頼性や公正性を損ないかねないことから適当でないこと。

②　①で述べたもの以外の事業についても、兼職兼業等の対象となるものについては、地方公務員法第38条又は

教育公務員特例法第17条の規定に従い、所要の手続きが適切に行われる必要があること。その際、事業の実施

方法や報酬の多寡等の態様が、社会通念上妥当なものであるかどうかについて、適切に判断される必要がある

こと。
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③　学校関係団体が補習等を実施する場合に学校施設を利用することも考えられるが、この場合においても、学

校における教育活動等に支障のない範囲で使用許可の手続きが適切に行われることが必要であること。

２．学校における会計処理の適正化に係る留意事項

①　学校の管理運営に係る経費については、当該学校の設置者である地方公共団体が負担すべきものであり、地

方財政法等の関係法令に則して会計処理の適正化を図ること。

　　その際、同法第27条の３及び第27条の４は、学校の経費について住民に負担転嫁してはならない経費を規定

しており、その趣旨の徹底を図るとともに、それらの経費以外のものについても、住民の税外負担の解消の観

点から安易に保護者等に負担転嫁をすることは適当ではないこと。

　　また、学校教育活動として公務のために旅行命令に基づき支給される旅費（他団体主催業務等に依頼されて

出張する場合に、当該団体が負担するものを除く。）や事務補助職員等の地方公共団体の職員の給与について

保護者等に負担転嫁してはならないこと。

②　学校関係団体から学校に対して行われる寄附について、地方公共団体が住民に対し、直接であると間接であ

るとを問わず、寄附金（これに相当する物品等を含む。）を割り当てて強制的に徴収することは、地方財政法

第４条の５の規定により禁止されていること。

　　一方、学校関係団体から学校に対して自発的な寄附（金銭・物件）を行うことは禁止されておらず、この場

合には、その受納に当たって、当該学校の設置者である地方公共団体が定める関係規程等に従い、会計処理上

の適正な手続きを経ること。

③　学校における会計について、学校関係団体の会計と明確に区分して処理するとともに、保護者等に対して学

校配当予算の執行・決算等の内容をホームページや「学校便り」等を通じて、できるだけ情報公開するよう努

めること。

　【１．関連】

〇　教育公務員特例法（昭和二十四年法律第一号）

　（兼職及び他の事業等の従事）

第十七条　教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが

本務の遂行に支障がないと任命権者（地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県

費負担教職員については、市町村（特別区を含む。以下同じ。）の教育委員会。第二十三条第二項及び第二十四

条第二項において同じ。）において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事

業若しくは事務に従事することができる。

〇　地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）

　（営利企業等の従事規制）

第三十八条　職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その

他の団体の役員その他人事委員会規則（人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則）

で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務

にも従事してはならない。

　【２．関連】

〇学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）

第五条　学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を

負担する。

〇地方財政法（昭和二十三年法律第百九号）

　（割当的寄附金等の禁止）

第四条の五　国（国の地方行政機関及び裁判所法（昭和二十二年法律第五十九号）第二条に規定する下級裁判所を

含む。）は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると

間接であるとを問わず、寄附金（これに相当する物品等を含む。）を割り当てて強制的に徴収（これに相当する

行為を含む。）するようなことをしてはならない。

　（都道府県が住民にその負担を転嫁してはならない経費）

第二十七条の三　都道府県は、当該都道府県立の高等学校の施設の建設事業費について、住民に対し、直接である

と間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。

　（市町村が住民に負担を転嫁してはならない経費）

第二十七条の四　市町村は、法令の規定に基づき当該市町村の負担に属するものとされている経費で政令で定める
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ものについて、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。

〇地方財政法施行令（昭和二十三年政令第二百六十七号）

　（市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費）

第五十二条　法第二十七条の四に規定する経費で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一　市町村の職員の給与に要する経費

二　市町村立の小学校及び中学校の建物の維持及び修繕に要する経費

〇地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）

第二百三条の二　普通地方公共団体は、その委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委員、自治紛争処理委員、

審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会

人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員（短時間勤務職員を除く。）に対し、報

酬を支給しなければならない。

２　（略）

３　第一項の職員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。

４　報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

第二百四条　普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委

員、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記

長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他常勤の職員その他普通地方公共団体の

常勤の職員並びに短時間勤務職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。

２　（略）

３　給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。
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